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「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」（第１７回）・ 

ワーキンググループ（第１５回） 

 

１ 日時 令和６年４月15日（月）15時00分～17時00分 

 

２ 場所 オンライン開催 

 

３ 出席者 

（１）構成員 

宍戸座長、生貝構成員、石井構成員、江間構成員、越前構成員、奥村構成員、 

クロサカ構成員、後藤構成員、澁谷構成員、増田構成員、水谷構成員、森構成員、 

安野構成員、山口構成員、山本（健）構成員、山本（龍）構成員、脇浜構成員 

（２）オブザーバー団体 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会、一般社団法人新経済連盟、一般社団法人セーフ

ァーインターネット協会、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、一般社団法

人デジタル広告品質認証機構、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信

事業者協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブ

ルテレビ連盟、一般社団法人日本新聞協会、日本放送協会、一般社団法人MyData Japan、一

般財団法人マルチメディア振興センター、一般社団法人日本民間放送連盟 

（３）オブザーバー省庁 

内閣官房、内閣府、警察庁、消費者庁、デジタル庁、文部科学省、経済産業省 

（４）総務省 

湯本大臣官房総括審議官、西泉大臣官房審議官、田邊情報通信政策課長、 

大澤情報流通振興課長、恩賀情報流通適正化推進室長、内藤情報流通適正化推進室課長補佐、 

上原情報流通適正化推進室課長補佐 
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４ 議事 

（１） 基本的な考え方等について 

（２） 構成員からのご発表  

（３） 関係者からのヒアリング  

（４） その他  
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【宍戸座長】  それでは、定刻でございますので、デジタル空間における情報流通の健全

性確保の在り方に関する検討会の第１７回会合、それからワーキンググループ第１５回会

合の合同会合を開催いたします。 

 本日も、御多忙のところ本会合に御出席いただき誠にありがとうございます。議事に入り

ます前に、事務局より連絡事項の説明をお願いいたします。 

【髙橋係長】  事務局でございます。 

 まず、本日の会議は公開とさせていただきますので、その点御了承ください。 

 次に、事務局より、ウェブ会議による開催上の注意事項について御案内いたします。本日

の会議につきましては、構成員及び傍聴はウェブ会議システムにて実施させていただいて

おります。本日の会合の傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声及び資料投影

のみでの傍聴とさせていただいております。事務局において、傍聴者は発言ができない設定

とさせていただいておりますので、音声設定を変更しないようお願いいたします。 

 本日の資料は、本体資料として資料１７－１－１から参考資料１７－２までの９点用意

をしております。万が一お手元に届いていない場合がございましたら、事務局までお申しつ

けください。また、傍聴の方につきましては、本検討会のホームページ上に資料が公開され

ておりますので、そちらから閲覧ください。 

 なお、本日は、田中構成員、曽我部構成員は御欠席予定、落合構成員は途中で御出席予定

と伺っております。 

 事務局からは以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず、本日の議事について御説明を申し上げます。 

 まず、議事の１は、基本的な考え方として、事務局、それから株式会社野村総合研究所様

から一通り御説明いただいた後に、質疑応答を含めた意見交換の時間を設けたいと思いま

す。その後、議事の２は構成員からの御発表といたしまして、クロサカ構成員より御発表い

ただき、質疑応答の時間を設けたいと思っております。さらに、議事の３、関係者からのヒ

アリングといたしまして、オブザーバーである情報通信研究機構ＮＩＣＴ様、それから警察

庁様から御発表いただき、それぞれの御発表後に質疑の時間を設けさせていただきたいと

思います。最後に、議事４において総務省から御説明をいただくということを考えておりま

す。 

 本日も大変盛りだくさんでございますので、円滑な議事進行に、毎度のことでございます



 -4- 

けれども、御協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、早速議事に入ります。 

 議事の１、基本的な考え方につきまして、デジタル空間における情報流通の健全性に関す

る基本的な考え方と課題の案について、事務局及び株式会社野村総合研究所様より御説明

いただきます。そして、今後のスケジュール案についても事務局より御説明いただきたいと

思います。 

 それでは、資料の１７－１－１から１７－１－４になりますか、御発表をお願いいたしま

す。 

【上原補佐】  事務局より御説明いたします。 

 資料１７－１－１を御覧ください。 

 表紙めくって１ページ目、目次を御覧いただければ分かりますとおり、こちらの資料は

「デジタル空間における情報流通の全体像（案）」、「デジタル空間における情報流通の健全

性に関する基本理念（案）」、「各ステークホルダーに期待される役割・責務（案）」、「デジタ

ル空間における情報流通の健全性を巡る課題（案）」の４つのパートから成り立っておりま

す。 

 まず、２ページ目から４ページ目、「デジタル空間における情報流通の全体像（案）」、こ

ちらは２月５日開催の第８回会合においてお示しした資料８－３－３「デジタル空間にお

ける情報流通の全体像（案）」と、３月５日開催の第１１回会合においてお示しした資料

１１－１「デジタル空間における情報流通とデジタル広告エコシステムの全体像（イメー

ジ）」、それぞれでビジュアル化を試みておりましたデジタル空間における情報の発信、伝送、

受信という流れの全体像、それからその裏にあるデジタル広告に関するお金の流れの全体

像、これらを、その後の本検討会における議論を踏まえまして、細かいところも含めてアッ

プデートしたものになります。 

具体的なアップデート箇所にはイエローハイライトを入れております。例えば３ページ

目、情報流通の全体像に関して言いますと、ニュースとそれ以外のコンテンツを区別して考

える必要があるのではないかという奥村構成員の御意見を踏まえまして、ニュースコンテ

ンツの流れを青色矢印で、その他のコンテンツの流れを緑色矢印でそれぞれ表すようにし

ております。この区別が、各ステークホルダーの役割でありますとか課題に対する具体的な

方策を検討するに当たってどのように影響するかというところに関しまして、例えば情報

伝送ＰＦというものもニュースを扱うものとそれ以外に分けるべきではないかといった御
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意見もあったところかと存じますけれども、その辺り、全て一枚紙で表現し切るということ

について技術的な限界もあるところでして、一旦全体像としては、この粒度で表現させてい

ただきまして、今後、具体的な方策を検討いただく際に、この区別に関する御意見があった

ということについて御留意いただければと存じます。 

 次に、５ページ目から９ページ目、「デジタル空間における情報流通の健全性に関する基

本理念（案）」、こちらは前回第１６回会合でお示しした資料１６－３－１、こちら、８ペー

ジ目と９ページ目に再掲しておりますけれども、これを前回いただいた御意見を踏まえて

アップデートしたのが６ページ目と７ページ目となっております。こちらも、アップデート

箇所にはイエローハイライトを入れております。 

例えば「情報流通過程全体に共通する高次の基本理念」の項目として「法の支配」を挙げ

ておりましたところ、こちら、もう少し明確になるように基本理念自体にも追記いたしまし

たけれども、こちらについて曽我部構成員より具体的な意味内容をお尋ねいただいたとこ

ろかと思います。こちらは、特定の国や地域における特定の文書の中の定義を参照したとい

うよりも、例えば第６回の会合で石井構成員より御紹介いただいたＯＥＣＤの「信頼性のあ

るガバメントアクセスに関する高次原則」であったり、あるいは国内でいえばサイバーセキ

ュリティ戦略であったり、そういったところで、例えば「実空間と同様にサイバー空間に対

しても『ルールや規範』の適用を徹底」するということを指す概念として用いられているこ

とを踏まえまして、また、国内では「法の支配」という概念について、民主主義や人権の関

連と結合するものと説かれていることなどを踏まえまして、第８回会合でお示しした資料

８－３－４に記載のとおり、「ルールに基づく民主的なガバナンスの確立」を目指す基本理

念の項目例として、民主主義と一体的な概念として挙げさせていただいたものとなります。 

また、「情報発信に関する基本理念」に関しまして、全ての発信に透明性が求められるわ

けではないのではないかという森構成員の御意見を踏まえまして、信頼できるコンテンツ

の持続可能な制作・発信の実現、そこに向けた活動の価値が評価される前提として、制作過

程の透明性が確保されていることが挙げられる、という関係性が明確になるように位置づ

けを少し修正しております。 

 それから、１０ページ目から２１ページ目までの「各ステークホルダーに期待される役

割・責務（案）」、１７ページ目以降は参考資料ですので、実質１１ページ目から１６ページ

目までなんですけれども、こちらも、前回、第１６回会合でお示しした資料１６－３－２の

アップデート版になります。 
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例によって、アップデート箇所にはイエローハイライトをしております。大きなところで

言いますと、デジタル広告に関与する主体の役割についてアテンションエコノミーとの関

係も含めて議論すべきではないかという落合構成委員の御意見を踏まえまして、従前「プラ

ットフォーム事業者」とひとくくりにしていたんですけれども、１４ページ目に「情報伝送

ＰＦ」、１５ページ目に「広告仲介ＰＦ」という形で２種類のプラットフォーム事業者、実

際には兼ねていらっしゃる事業者もあるかと存じますけれども、いずれにしましても、これ

らを分けて、それぞれの役割を明確に記載するようにしております。 

この役割・責務に関しては、特に災害時には平時とは違ったものが各ステークホルダーに

期待されるところであろうと思われます。この点については、野村総合研究所様に整理いた

だいているところでございますので、御説明いただければと存じます。 

 野村総合研究所・齋藤様、よろしくお願いいたします。 

【野村総合研究所（齋藤様）】  野村総合研究所の齋藤です。では、私のほうから資料の

ほう投影させていただきまして、簡単に御説明させていただければと思います。 

 それでは、我々のほうから、災害時における偽誤情報を含めた真偽判別の難しい情報の伝

播傾向というところと、そちらを踏まえた期待される各ステークホルダーの対応対策とい

うところを御紹介させていただければと思います。 

 まず、災害時における真偽判別の難しい情報の伝播プロセスと特徴傾向というところを、

１ページ目で整理をしているといったところでございます。発生から伝搬・拡散、そして具

体の影響発生、そして収束といったような大まかなプロセスをたどるといった中で、災害時

においては、ここに整理しているような特徴が当てはまるといったところでございまして、

それを踏まえて、各ステークホルダーにどういった対応対策が求められるのかといったと

ころを１案として整理をしているといったところでございます。以降、それぞれについて簡

単に御説明させていただければというところでございます。 

 まず、自然災害発生時における真偽判別の難しい情報の発生要因というところでありま

す。本調査では、いわゆる災害流言というものに加えて、偽誤情報ですとかフェイクニュー

ス、デマ等を含めて真偽判別の難しい情報として分析整理を実施したというところであり

ます。 

 この発生要因として大きく２つあるというところでありまして、不安ですとか恐怖が高

まるといったところ、そして情報・コミュニケーションが不足するといったところ、この

２つの要因が、特に大規模な自然災害発生時には高まるといったところでありまして、これ
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が重なり合うことで真偽判別の難しい情報が生まれやすい環境というのが醸成されやすい

といったところであります。 

 次に、信義判別の難しい情報の伝搬・拡散の傾向・特徴というところで、大きくは、まず

善意による発信・拡散といったところと、悪意による偽情報（デマ）の発信・拡散というと

ころが整理できるかと思っております。 

 まず、善意については、その中でもインフルエンサー、影響力の強い個人・団体等により

発信拡散といったものが１つ挙げられるといったところでありまして、こちらは平時にお

いても大きな影響力を持つというところは言われているところというところに認識をして

おりますけども、災害時においても、一般的にこのインフルエンサーと言われる存在という

ところが、各個人が属するようなコミュニティー間をブリッジするといったような影響力

を持つといったところでありまして、こちらについては、災害時には大きな影響を持つとい

うところが、関連研究ですとか有識者ヒアリングからも整理をされているというところで

ございます。その上で、一般のユーザーというのも災害時においては伝搬・拡散を担うとい

ったところでありまして、既存の研究を踏まえると、ふだんもあまり発信をしないようなユ

ーザーが、さらにはフォロワー数が少ないような、いわゆる一般のユーザーという人が、フ

ォローしていないユーザーからの情報を善意に基づいて支援をしたいといったような思い

から発信を拡散していくといったところが災害時の特徴と言われているというところでご

ざいます。 

 さらには、詐欺ですとかインプレッション数等を目的に、悪意で偽情報が発信されるケー

スもあるといったところがありまして、御承知のとおり、国内だけでなく直近の能登半島地

震の事例を見ても、海外から発信される事例というのも増えているというところでござい

ます。 

 続いて、災害時というところで、時系列によって災害対応のフェーズというのは変化して

いくというところだと認識をしておりますけども、真偽判別の難しい情報の内容というの

も、時系列においてやや変化していくというところが、過去の事例を踏まえて整理できたと

いうところでございます。 

 まず、有識者のヒアリングからも種々御指摘があったところでありますけども、まず、や

はり災害から２４時間以内ぐらいというところの直後というところが真偽判別の難しい情

報というのが多く出回りやすいといったところで、特に１次被害ですとか２次被害に関す

る事例というものが多く見受けられるといったところであります。その後、２４時間から
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１週間以内、さらに１週間ぐらいたっていくにつれて、災害対応ですとか、さらには被災地

の生活に関する真偽判別の難しい情報事例というのが多く出回ってくるといったところで

あります。１か月以降ぐらいたってくると、そういった事例というのはあまり見られなくな

ってくるというところでありますけども、例えば東日本大震災における原発関連の事例と

いうものは、先ほど申し上げた不安恐怖というものが長く続くというところがありました

ので、時系列がたっても事例が見られたといったような特徴があるというところでありま

す。 

 さらには、災害種別の傾向というところでありますと、やはり地震に関する事例というも

のが多く、８割、９割ぐらいを占めているというところが我々の調査結果というところであ

りますけども、一方で水害ですとか噴火に関する事例というのも、過去には上がってきてい

るといったところであります。ただ、水害ですとか噴火というものが、被害を一定程度地震

よりも予見できる場合があるといったところでありますので、事例としては拡散されにく

いといったような側面も持つというところでございます。 

 続いて、真偽判別の難しい情報による影響と収束のパターンというところでありますけ

ども、具体の影響というところで言いますと、被災者の実際の避難行動ですとか生活、さら

には関連機関の対応コストを増大させるような社会的混乱が生じるというのが主な影響に

なっているといったところであります。例えば避難行動への影響ですとか、避難所の混乱対

応コストが増えていくといったもの、さらには警察、自治体等の対応コストの増加等が言わ

れているところであります。それがどのように打ち消し収束されていくかというところで

言いますと、やはり行政機関ですとかマスメディア等によるリリース情報の確認と、それが

発信拡散されることで収束していくというところが多いというところと、加えて、さらには

一般のユーザーから事実情報が確認をされて、それが発信拡散されることで収束していく

といったような事例も過去に実際に見られているといったところでございます。 

 ここまで簡単に御紹介させていただきましたけども、それを踏まえて、災害時においてど

のような対応が求められるのかといったところでございます。 

 左側に述べているのは、今申し上げた、それぞれの伝搬傾向のところから言えるというと

ころを整理したといったところでありまして、それを踏まえて、平時と発生後でそれぞれ大

きな対応としては求められるんじゃないかといったところを整理しております。 

 まず、平時については、事前の注意喚起ですとか啓発、プレキングと言えるものかなと思

っておりますけども、によって真偽判別の難しい情報の発生、さらには伝搬・拡散を少なく
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する取組を進めていくということが大きく求められるのではないかと考えております。さ

らには、発生後というところで言いますと、社会的影響ですとか混乱というのをいかに最小

化できるかというところですので、そちらに向けて、発信・拡散されやすい情報の傾向・特

徴というのを、過去の災害時を踏まえた上で対応を進めていくということが求められるの

ではないかと思っております。 

 この平時と発生後というところは、各ステークホルダーの重要な役割に応じた対応対策

が求められるんじゃないかというところでございますので、各ステークホルダーに応じて

の対応というところを１案として整理をさせていただいているというのが、次のページで

ございます。 

 具体の検討等は今後進められていくところだというふうに認識をしておりますけども、

今回の調査の結果ですとか有識者のヒアリングを踏まえると、ここに挙げているような、災

害時におけるステークホルダーというところの平時と災害発生時の対応が求められるので

はないかというところでございます。 

 こちら、簡単に御説明させていただきますと、まず、一般のユーザーで考えますと、やは

り災害時における情報発信、受信に関するリテラシーを高めていくといったことが必要に

なるであろうといったところでありまして、災害発生時には、それを踏まえた情報発信と、

さらには受信といったものが必要になってくるのではないかというところであります。 

 マスメディア以降、支援団体・企業・研究機関等まで記しておりますけども、こちらは平

時からの連携を踏まえて、さらには災害時における連携強化というのが大きく求められる

のではないかというふうに考えております。マスメディアのところで言いますと、過去の災

害時における真偽判別の難しい情報事例というところの傾向ですとか特徴というのを積極

的に報道発信していくといったところと、災害発生時には、やはり取材に基づいた事実の迅

速・正確な報道・発信というものが特に求められるのではないかというふうに整理をしてお

ります。 

 プラットフォーム事業者につきましては、やはり災害時を見据えた利用規約の策定とい

ったところと、研究者等へのデータ提供によって、災害時におけるリスクの評価ですとか軽

減措置の検討、支援・サービスの開発・提供を連携してできるような仕組みづくりというの

が求められるのではないかというふうに整理をさせていただいております。 

 それを踏まえて、災害発生時には利用規約にのっとった対応といったところ、さらには時

系列の傾向を踏まえた協力・支援をしていくといったところと、さらには研究者等への具体
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のデータ提供によって、災害時における実際の影響の評価や対抗措置の提案、支援サービス

の開発提供を連携してできるような仕組みづくりというのが求められるのではないかとい

うところでございます。 

 ファクトチェック団体・機関につきましては、リテラシー向上に向けたコンテンツの開

発・協力をしていくということとともに、災害時におけるマスメディアやファクトチェック

団体間のリソース共有等の災害対応の検討というのも必要になってくるんじゃないかとい

ったところと、それを災害発生時には速やかに実行共有していくということが必要になっ

てくるということが整理をさせていただいております。 

 行政機関につきましても、リテラシー向上に対する支援取組というところに加えて、偽誤

情報への対応に向けた枠組み・連携強化といったところの枠組みづくりというのが平時か

らといったところ、さらには、災害発生時というところは、実際の打ち消しに関する役割を

担うというところに加えて、各ステークホルダーとの連携・協力による迅速な対応、情報共

有等が必要になってくるのではないかというふうに整理をしております。 

 さらに、支援団体・企業・研究機関等といったところで、プラットフォーム事業者等から

のデータ収集・分析等によるリスクの評価や権限措置の検討というのを平時から進めてい

くといったこととともに、実際に災害発生時には、プラットフォーム事業者等からのデータ

の収集・分析等による影響評価ですとか、対抗措置の提案、支援・サービスの開発提供とい

ったものが求められるのではないかといったところでございます。 

 ここまで駆け足になりましたけども、過去の災害発生時における事例というところと既

存研究、有識者からの御意見を基に整理として進めさせていただいたというところでござ

います。 

 弊社からの説明は以上となります。ありがとうございました。 

【上原補佐】  齋藤様、ありがとうございました。 

 引き続き、事務局より資料１７－１－１の残り、２２ページ目以降の「デジタル空間にお

ける情報流通の健全性をめぐる課題（案）」について御説明いたします。 

 ２３ページ目は、第８回会合でお示しした資料８－３－３をベースに、その後の議論を踏

まえてアップデートしたものになります。 

例えば、発信側に配置している「発信力強化のためのガバナンスの在り方」という課題に

ついては、前回資料では伝統メディアのデジタル空間における発信力強化という位置づけ

でお示ししておったものですけれども、必ずしも伝統メディアに限られない、国・自治体を
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含めて、アテンションエコノミーの下で発信力を強化していく必要がある主体全体に係る

課題ではないかという御意見を踏まえまして、縦に伸ばしております。 

 また、伝送部分につきまして、第８回会合での違法情報等対応連絡会様からのプレゼンや、

それに引き続く質疑応答を踏まえまして、「安心かつ安全な情報伝送に関する知見や情報の

共有の在り方」という課題を追加しております。 

その上で、今後、ワーキンググループにおいて制度面を含む具体的な方策の在り方につい

て御検討いただく必要があると思われるものについては、緑色の「ＷＧ」のマークを付して

おります。「ＷＧ」のマークがない課題については、引き続き本検討会において、制度面以

外を含めた具体的な方策の在り方について御検討いただくということになろうかと存じま

す。 

 特に、真ん中辺り、青色で四角囲みしている部分の課題につきましては、次の２４ページ

目でデジタル広告エコシステムとの関係に着目して詳細化しております。こちらは、３月に

実施した広告関連事業者団体の皆様からのヒアリングと、それに引き続く質疑応答の結果

を踏まえて整理したものになります。例えば左側、広告主や広告仲介プラットフォームに関

わる課題として、偽・誤情報等のアテンションを獲得しやすいコンテンツや悪質なメディア

への広告掲載などに対する広告主経営層によるリスク管理やガバナンスの在り方といった

課題、あるいは偽広告など違法・不当な広告への対応の在り方、広告やメディアの質の確保

の在り方といった課題を挙げております。 

 最後、資料１７－１－３を御覧ください。 

 こちら、ワーキンググループのほうで３月５日開催の第５回会合にて当時のスケジュー

ル案をお示ししておったのですけれども、そちらを時点更新しております。こちら記載のと

おり、本日４月１５日の第１７回会合の後、本検討会の次回会合は５月になりますけれども、

それ以降、本日一案お示した課題案をベースに課題を整理いただき、また、前回も御説明差

し上げたとおり、３月までに実施したプラットフォーム事業者からのヒアリングに関連し

て、ヒアリングの場では質問し切れなかった事項ということで、構成員の皆様からお預かり

しております追加の御質問もございますので、そちらへの御回答内容を踏まえて、ヒアリン

グの総括を行い、具体的な方策の検討へとつなげていただくことを想定しております。 

 事務局からは以上となります。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。ただいまの御説明についての御指摘、御質問が

ありましたら、チャット欄で私にお知らせをいただきたいと思います。特に、今後のスケジ
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ュール案にありますとおり、ゴールデンウイーク後の５月から本検討会、親会ですね、それ

から特に制度面での検討が必要なものは、ワーキンググループにおきまして、それぞれ具体

的方策について御議論を進めていただくことになります。つきましては、構成員の皆様にお

かれましては、制度面も含めた具体的な方策の御議論に向けて、ゴールデンウイークを含め、

しばらくの間はお休みを取りつつもと申しますか、これまでが頻繁過ぎたというところも

ございますので、少しクールダウンしていただきながら、その間の宿題として御検討をお願

いできないかと思っております。この点、特にデジタル空間における情報流通の健全性に関

する課題の案のほうでございますが、これは具体的な方策のための御議論の対象となるも

のと思いますので、その観点から御確認等をいただければと思います。また、デジタル空間

における情報流通の健全性に関する基本的な考え方のうち、１７－１－１でございますけ

れども、その全体像の案、基本理念の案、そして各ステークホルダーに期待される役割・責

務につきましては、これまで数回議論を重ねてきましたので、基本的には大枠といいますか、

大きな方向性については今回で一区切りにさせていただきたいと思います。もちろん、今後

の具体的な方策の議論をしていく中で、その全体像、基本理念、それから各ステークホルダ

ーに期待される役割・責務のイメージは当然修正していくことになると思いますけれども、

これらについて、今の時点で御発言があればいただきたいと思っております。 

 ということで、繰り返しになりますが、チャット欄で私に御発言の希望があればいただき

たいと思いますが、いかがでございましょうか。奥村構成員、お願いします。 

【奥村構成員】  ありがとうございます。奥村でございます。詳細な検討ありがとうござ

います。 

 それから、ニュースと、それからほかのコンテンツを分けるということについても御配慮

をいっていただいたことにひどく感謝しております。 

 ただ、私としてはもう少し強い意見で、そちらの資料で言いますと、１７－１－１の４ペ

ージ目になりますけれども、やはりコンテンツの生産者としてひとくくりにしてあるとい

うことになっていますが、こちらの表、その前のページです。その前のページで示されてい

るような、ニュースメディアも含めて、もしかしたら規制対象の主体として想定されている

ということを考えますと、やはりニュース部門とそうじゃないところというのはもう少し

厳密に分けるような整理が何らかの形で必要になってくるのではないかと思われます。そ

れは、要するにそうやって例示してあるものに関して、何かの規制の対象としての主体とな

ることが考えられるからです。それが１点目。 
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 もう一つは、そのページなんですけど、左から右への一方向の情報の流れではなくて、や

はり対流のようなことが起きているということに関しては、やはり実態を示すという意味

で何らかの形で表現していただきたいなと切に思うわけです。特に、発信された情報が、ニ

ュースも含めてユーザーも引用して蒸し返して、どこかの時点で読み人知らずになり、そし

て部分的に曲解されということでミスインフォメーションが発生していくというような発

生過程がある中でいうと、責任の所在がどんどん曖昧になっていく中で、それを何らかの規

制がかけられるのかどうかというような可能性を考えるようなことをしなければならない

と思います。こちらの会合で数か月の間にどこまでそれが達成できるか分からないにして

も、やはりそのような課題というようなものは正確に共有していきたいと思うということ

でございます。 

 それから、恐らく平場でこういうふうに議論するワーキンググループというのがあまり

これから開かれないだろうということを考えますと、少し僭越ではございますけれども、ち

ょっと思っていることを申し上げます。特に今日傍聴なさっているメディア関係者の方に

申し上げたいことです。 

 ニュースは別の扱いにしてはならないのではないかと問題提起をしておりますけれども、

なかなか分かってもらえているのかどうかというのは非常に自信がないところが現状です。

ネット上の空間がこれだけ荒れているのでは、強い規制を考えなければというのは、ある意

味仕方がないことだと思います。しかし、さらに僭越なことを申し上げますけれども、４月

１２日のワーキング会合で曽我部構成員がかなり踏み込んだ提起をなさっていると個人的

には感じております。背景には専門的な深慮があると拝察いたしますけれども、少なくとも

私のような素人には、情報流通の健全性という健全性の中身も曖昧な中で、言論の自由に国

家の干渉は最小限抑制的であるべきだという従来の考え方の枠組みを改める必要があると

いう可能性があると私は理解しました。 

 報道機関の方は、今ネット空間での発信は本来業務ではないという整理なのかもしれま

せんけれども、そのうちネット空間でさらにニュースがたくさん流通するというのは必然

であり、一律規制の網をかけられかねない可能性が積極的に議論されているということだ

と。そうすると、なぜ先週金曜日のワーキングでたくさんの方が傍聴していらっしゃったは

ずなのに、どこのメディアも何のリアクションもしないのかと。私が認識しているこの週末

のリアクションはスローニュースだけです。もう少し、そのような形で声を上げていただか

ないと、恐らくこちらの構成員の方も動いていただけないと思います。検討会の構成員の矩
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を超えていることは重々承知しながら、失礼ながら一言申し上げました。ありがとうござい

ました。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。奥村構成員がそうおっしゃっていただくというの

は、私にとっては大切なことだと思っておりますし、私自身も、別の放送関係の検討会でそ

れに近いことを、傍聴されている放送メディアの方に申し上げたこともありますので、まさ

にマルチステークホルダーというか、開かれた公共の議論をするべき場として、そういって

おっしゃっていただいたことは決して問題ないものと私は認識しております。 

【宍戸座長】  それでは、森構成員、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございました。御説明ありがとうございます。 

 私は資料１７－１－１の、これは１２ページですか、その役割論のところなんですけれど

も、こちらも全体的に適切にアップデートしていただいたと思うんですが、ちょっとさらっ

と見ていくと、私、割と早い段階から申し上げておりますように、プラ研からの引継ぎ事項

である透明性に関するルールメークが必要なのではないかというふうに申し上げておりま

して、ヒアリングを通じてさらにその確信を深めたところでございます。これは、ほかの構

成員の皆様も同じではなかったかと、勝手には考えているところです。ですので、そういう

趣旨なんですけれども、もしかしたらこの３番目の情報発信主体の１つとして、ガバナンス

体制を確立なのかもしれませんけど、これは発信力強化の話なのでちょっと違うのかなと

思っておりまして、一方で、４番目に違法な情報流通に対する法と証拠に基づく迅速かつ確

実な対応、これは違法な情報なんです。違法でないかもしれず、あるいは違法かどうか分か

らないと。特に偽情報の場合は、それ自体では違法ということになっていないわけですけど

も、そういったところについてどのように透明性を確保していくかというところについて

のルールメークの必要があるというふうに思われますので、役割の中にそういったことも

書いていただいたほうがいいと思います。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。さらに、御発言の希望はございますでしょうか。 

 では、この時間を利用して、落合構成員から事前に御発言の希望を承っているのですが、

もしかすると間に合わないかもしれないということで、事前に御発言の内容を承っており

ますが、落合構成員、直接できますか、今大丈夫ですか。 

【落合構成員】  はい、すいません。ありがとうございます。失礼いたしました。ちょう

ど今アクセスができましたので。 
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【宍戸座長】  よかったです。 

【落合構成員】  どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、急に恐縮でございますが、私のほうから２点ほどコメントさせていただ

きたいと思っております。 

 １点が、やはり、先般、福岡銀行に関する取付け騒ぎについての偽誤情報であったりです

とか、また能登半島地震における携帯基地局の修理車両が新車両として偽誤情報として拡

散したような事例もございました。こういった中で、重要インフラのサイバーセキュリティ

ーに係る行動計画に基づいて指定されている重要インフラ事業者の重要インフラサービス

であったりですとか、経済安全保障推進法における基幹インフラ役務について、既にほかの

施策においても、一般的な事業者とは異なり、高度の対応が求められているというところと

理解しております。 

 他方で、今回の偽情報、誤情報については、過去の会議でも指摘させていただいておりま

したが、サイバーセキュリティーないしサイバー攻撃に係るという部分もありますので、特

に集中的に議論を行ったということも踏まえて、重要インフラサービスですとか基幹イン

フラ役務について、より高度な対策がなされるように取りまとめをして進めていただくと

いうことも重要ではないかというふうに考えております。 

 ２点目といたしまして、今の議論につきましては、特に高度な役割を果たしている事業者

に関するものでございましたが、産業界全般についても、デジタル広告主として経営層の意

識改革であったりですとか、自らの会社に関する偽誤情報がいつ拡散されるか、どの会社が

巻き込まれるリスクがあるのかについては、どの会社にとってもリスクが高まってきてい

るとも思われます。こういった点も踏まえて、経団連ですとか、主要な経済団体との連携協

力を進めていくことも重要ではないかと考えております。最終的には、企業のブランドの維

持であったり、安定的な事業運営にも資する取組になるのではないかとも考えます。 

 私のほうで事前にまず準備していた点、今の２点でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。それでは、生貝構成員、お願いします。 

【生貝構成員】  ありがとうございます。大変丁寧にありがとうございます。 

 私のほうからは、こちらの役割・責務というところに関して、簡単に３点ほどなんですけ

れども、まず１つは、この中で、政府の役割というところで、こちら、ステークホルダーと

の連携・協力というところ、先般でも議論になったところをありがとうございます。すごく
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細かいんですけれども、ここのところ、規制能力というだけではなくて、モニタリング・規

制能力とかにする方法もあるのではないか。といいますのも、実際にハードなりソフトなり

規制をするということと、そしてそのことと、過剰なモデレーションですとかそういうこと

が起こっているのかいないのかというふうにいったようなところを含めて、しっかりモニ

タリングをしていくことに結構ほかのステークホルダーの役割というのはあるのだろう。

例えばデータにアクセスして正しく情報を把握する研究者の役割、あるいはそれを分析し

て発信するメディアの役割というふうにいったようなところ、これは必ずしももしかする

と規制という行為だけに関わるものではない能力なのかなというふうに思ったところが、

まず１点でございます。 

 それから２点目といたしまして、１７ページのプラットフォームの責務のところでござ

います。このことについては、主に広告のことは次の広告仲介ＰＦのところで触れていただ

いているんですけれども、やはり昨今、特に社会的にも議論になっているようなＳＮＳ上で

流通する広告、それに対する審査ですというふうにいったようなものの役割というのは、恐

らく次のページの広告の仲介ＰＦだけではなく、これはデジタルサービス法の規定なんか

も含めてかなりそうですけれども、前者の情報仲介ＰＦの役割として求められているとい

うところが大きいのかなというふうに思います。両方合わせてということでございますけ

れども、まさにその両面というのを１４と１５の間でも考えていく価値があるのだろうと

いうのが２点目。 

 それから３点目として、先般も少し言及しましたけれども、特にニュース、ジャーナリズ

ムの位置づけというのは、特に例えば欧州ですとメディア自由法の中の規定として、あれは

まさにコンテンツモデレーション等の様々な要請というものがいろんな形で高まる中で、

しっかりと信頼できる情報源というものを、ある種しっかりと守っていこうというふうに

いったようなタイプの規定である。もちろん、区分を含めて様々な議論は必要なところだと

は思うんですけれども、まさにメディア自由法のような外国法というのも参照しながら、こ

の点については議論していく価値があるんだろうなと思います。 

 以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。それでは、森先生、補足があるということでお願

いいたします。 

【森構成員】  すいません、ありがとうございます。簡潔に。 

 私、先ほどの補足なんですけども、そういうルールメークのようなことも、政府自治体、
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１２ページのところに記載されているんじゃないかと思いますので、今の生貝先生の話に

もちょっと出てきました、下から２番目の直接介入を回避しつつということなんですけれ

ども、直接介入というのは何を意味しているかちょっとはっきりしないんですけども、過剰

なのは駄目だと思うんですけども、直接介入のようなものをあらかじめカテゴリーとして

外すということなく、過剰は駄目ですが、幅広く議論を行っていただきたいと思います。そ

れが、曽我部先生の御提案の御趣旨だったと思いますし、他方で今日の奥村構成員の御指摘

にも、全く、私、共感するところなんですけども、要は政府がどのような責務をどの文脈で

負っていて、場合によっては法律による介入も辞さないというスタンスは持っていること

が必要ではないかと思いました。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。一通り御発言の御希望を伺いましたし、時間で

ございますので、簡単に私のほうから今後の作業について方向性をお示ししたいと思いま

す。 

 今回のデジタル空間における情報流通の健全性の確保という議論をしていく中で１つ見

えてきたのは、言論ないし意見情報の市場と、現在のデジタル空間における経済的なエコシ

ステム、インセンティブをそれぞれ事業者、プレーヤーが持っている構造の掛け合わせの中

で、様々な問題が起きてきている。そこをどう正のスパイラルの方向に持っていくかという

議論であったと思っております。 

 そうした中で、従来の意見情報の市場のプレーヤーとして考えてきた方とは違う方々、多

様なステークホルダー、例えば落合先生おっしゃった、普通の企業の方々も実はその問題に

関わっているといった御指摘もあったり、当然プラットフォーム事業者に求められる役割、

責務といった問題についてもしっかり考えていかなければいけない。政府の役割・責務も変

わってきているのかもしれないということがありましたけれども、この問題については、誤

解といいますか、変な問題が起きないように、それぞれの主体の役割・責務について、もう

少し議論の粒度というか具体化を、今森先生御指摘いただいたように図った上で、それを全

体像として組み合わせたときに、こういう方向に持っていくべきでないか、あるいはこうい

う方向を目指すということを明確化していくという作業が、もう一段必要であると、私自身

は今日お話を伺っていて感じたところです。今日の御指摘、あるいはこの後、もしお気づき

の点があれば、事務局ないし私にメール等でいただきたいと思いますし、御参加のオブザー

バーの方々も、それぞれの当事者としてのお立場で、自らの役割・責務についておっしゃり
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たいこと、例えばこの場で御発言をされたいとか、この場に何らかペーパーという形で、こ

れまでのヒアリングの補足をされたいと方は、事務局ないし私に御相談いただければと思

います。今後、課題あるいは課題への対応を議論していくのと並行して、先ほど冒頭に私が

申し上げました行ったり来たりをする中で、この全体像ないし役割を組み上げていく、精緻

化していくという作業を進めたいと思います。以上のように進めさせていただけないかと

思います。 

 事務局、今の点はよろしゅうございますでしょうか。 

【上原補佐】  事務局でございます。座長の御指示承りました。ありがとうございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、申し訳ございませんが、時間の関係で、次のアジェンダの２番目に移らさせて

いただきます。構成員からの御発表ということで、まさに今日の先ほどの前半の話につなが

るものと思っておりますけれども、クロサカ構成委員より資料１７－２について御発表い

ただきます。よろしくお願いいたします。 

【クロサカ構成員】  よろしくお願いいたします。ただいま、ワシントンＤ.Ｃ.におりま

して、ホテルのＷｉ－Ｆｉが切れておりまして、今セルラーで入っている状況です。万一回

線状態が不安定となった場合は何卒御容赦いただければと思います。 

 オリジネーター・プロファイルの取組と題しまして、私のほうからお話をさせていただけ

ればと思います。 

 恐らく、今回の検討会の中でいろいろ御議論いただいているところのいろいろな論点に

関係するところ、ただストレートに、これが答えだというようなことになっているかは、ぜ

ひ皆様に御判断、御意見をいただければというところでもございます。 

 時間がないので、自己紹介は割愛し、早速本題に入らせていただきます。 

 もう既に議論され尽くしているところではありますが、インターネット空間には喫緊の

課題が数多く存在するというふうに認識しております。いわゆる、ここでずっと議論してい

るミスインフォ、ディスインフォ、フィッシング、あるいは、下の段に行きますと広告の話、

アドフラウドであるとか、あるいは一番左の話というのはブランドセーフティーというふ

うに言われたりもします。あるいは、問題ではないんだけど、そもそも問題が発生しやすい、

ないしは発生した後の問題が切り分けしにくい、課題が特定しにくい。なぜかというと、広

告の構造が非常に複雑であるということに起因して、これはデジタル広告の話ですが、そう

いう問題がありますというふうに考えております。 
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 今般何が起きているかと考えますと、世の中でおよそ信頼されることがあらかじめ期待

されているような企業団体あるいはマスメディア、こういったところがリスクにさらされ

ているということです。恐らく総務省のサイトもそうですし、政府は全部そう、金融機関な

どもほとんどそう、メディアも恐らくそうだと思います。偽サイト、本物そっくりのサイト

に御注意ください、こういったことにあふれているわけです。しかも、こういった注意喚起

というのがウェブサイトの１番目立つ場所に置かれていないと注意喚起にならない。しか

し、そこは経済活動であるとか情報を提供するという観点で言うと一番価値がある、ないし

は一番見てもらいたいところにそういうことを書かざるを得ない。これ自体がもう既に被

害だというふうに言えるかと思います。 

 このページは、肖像権等の関係で配付資料からは割愛させていただいていますが、いわば

うそっ子サイトが世の中にあふれているわけです。例えば一番左、読売新聞オンラインと書

いてありますが、ブラウザの一番上のところにあるＵＲＬの窓には、ｙｏｍｉｕｒｉ.ｃｏ.

ｊｐとは一切書いてありません。つまり、これはうそサイトです。真ん中のｇｏｏニュース

も同じ、一番右側のＮＨＫの天気予報も同じです。このように、そっくりのサイトをつくる

ということは、恐らく多くの方にもできることですし、私でさえも３０分もらえればできま

す。 

 ところが、今、私、３０分と申し上げましたが、生成ＡＩを使ったら恐らく３０秒で作っ

てしまいます。写真も適当に持ってこれる、ないしは加工してもっといいものをつくること

ができる、それっぽい記事を書いてくれというようなこともできるというような状況です。

すなわち、先ほど冒頭に申し上げたような課題がさらに拍車がかかって、生産コストが非常

に下がっている状況でもあります。この後、状況がほっといてよくなるということはほぼな

い、いや、絶対にないというふうに言えると思います。であるがゆえに、我々は、このオリ

ジネーター・プロファイル、長いのでこの後ＯＰと略させていただきますが、開発及び普及

を進めていきたい、このように考えているところであります。 

 先ほど直前まで議論いただいていたところですけれども、政府の役割ということが非常

にクリティカルな問題として提起されているところだと思います。私も、言論の自由は守る

べきだというふうに考えながら、その言論の自由が何をそもそも守っているのか。これは自

由と民主主義だというふうに私は考えていますが、この自由と民主主義を脅かすような状

況が発生しているのだとすると、何らか強い対策は取らなければいけないというふうに考

えます。でなければ言論の自由を守れないわけです。ここがトートロジーになっていること
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が非常に問題を複雑にしているわけですが、一方で、私は制度の問題ということもいろいろ

検討していますが、技術についても検討している人間でして、私の親分である村井純とよく

話すのは、技術が生み出している課題は、技術屋としては、どこまでも技術で解決策をまず

チャレンジするのであると、解決策を見いだそうとする努力をするのである。それでどうし

ようもない、技術対技術で技術が負けましたということになりそうであれば、初めて制度と

いうことを検討するべきではないかと。少なくとも、それぐらいのことを技術屋としてはプ

ライドを持ってやらなければいけないのであるというようなことを村井は言っており、そ

こについては私も共感するところです。ですので、このオリジネーター・プロファイルは、

あくまで技術を開発し、それを世の中の皆様に使っていただくということを目指している

ものです。 

 どんな技術なのかと申し上げますと、ウェブコンテンツにコンテンツ発信者の真正性を

付与していくということです。例えば読売新聞オンラインであれば、ｙｏｍｉｕｒｉ.ｃｏ.

ｊｐと書かれているサイトを見に行っている。しかしそれは明らかに読売新聞が発してい

るものだいうことが、もはや言えない状況になっているわけです。意味が分からんと思われ

るかもしれませんが、先ほどの渡辺謙さんに関するうその記事はまさしくそういうことで

す。目を凝らして、ＵＲＬの小さい窓を見て、ｙｏｍｉｕｒｉ.ｃｏ.ｊｐと書いてあるか。

最近のフィッシングサイトはむしろ書いてあったりするんです。実際ＵＲＬをさらに巧み

に偽装するような形で書いてあるけれど、実際にはｙｏｍｉｕｒｉ.ｃｏ.ｊｐではないサ

イトに飛ばされていったりしますので、読売新聞オンラインというオウンドサイト、オウン

ドメディアを見ていたとしても怪しい、本当かというふうになるわけです。 

 いわんや、今日においてニュース記事というのはオウンドメディアではなく、実際に飛ん

でいく、例えばヤフーであるとかスマートニュースであるとか、そういった外側のメディア、

プラットフォームであるとかポータルによって見られるということのほうが多かったりし

ます。あるいはＳＮＳ経由で見られる、これも先ほどもお話にあったとおりです。 

 こういったところに進んでいったときに、読売新聞の記事ですか、本当ですかということ

が分からなくなる。むしろヤフーニュースのほうがしっかりしているから、読売新聞とヤフ

ーは契約をしているから、ここはうそはなかろうというふうに思うかもしれませんが、ヤフ

ーニュースのうそっこメディアが出てきてしまったら元も子もない。あるいは、ＳＮＳの場

合は、悪意を持った改ざんというだけではなく、自分の何か意見をそこに足したいというこ

とで、記事に何か、記事の見出し的な物に上書きをしてしまうということもしてしまいます
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し、それも、技術的ないしは言論という観点からしてはいけないというわけではない、でき

なくはないという状況になっている。これを悪意を持って使われてしまうと、先ほどのうそ

っこニュースと同じものになってしまう。なので、読売新聞がこの記事は発しましたよ、朝

日新聞がこの記事を発しましたよ、あるいは何とか新聞がこの記事は発していませんよと

いうようなことが、どこでどう見ても明らかに分かるという状況を我々はつくりたいとい

うふうに考えております。 

 ですので、この見出しに書いてある詐称困難な形でウェブコンテンツにＩＤを付与し、ウ

ェブに流通させる技術としてオリジネーター・プロファイルをつくっています。これにより、

エンドユーザー、読者がコンテンツ発信者が誰なのかを検証識別することができるという

こと、この状態を目指したいというふうに考えております。 

 実際、例えばヤフーニュースが一番分かりやすいんですが、ウェブコンテンツというのは、

ページ１枚見てみましても、全体はヤフーニュースが運営し、記事は読売新聞社が提供し、

その隣に張り出されている広告は広告主及び広告会社であるとか広告商流が提供していま

す。非常に複雑な構造を持ちながら、我々は、ユーザーは１枚のページを見ているわけです。 

 この１枚のページのところに、我々は、これは本当かなということを全て託しているわけ

で、このページ一枚一枚、スマホでいえば実際に見える画面一つ一つを確実に詐称ができな

い状態にしていきたい、それをエンドユーザーがおかしいなと思ったら、検証できる状態を

つくりたい、このように考えているわけです。 

 詐称ができない仕組みを、どのように実現するか。まず、ＯＰというのは何なのかという

と、オリジネーター、発信者、これを特定するための技術です。この特定の方法として、第

三者機関がまず存在し、発信者ということがどういう人かということを明らかにしてもら

うというような構造を取っています。この第三者機関が発行するＯＰを実際に自分たちの

サイトに張りつけることによって、まず、これは読売新聞です、朝日新聞です、中日新聞で

はありません、ということが分かるというような状態にします。一方、新聞社が一番分かり

やすいんですが、新聞社は１日何百何千という記事を発しているわけです。その記事があち

こちに流通することも含めて、これが本当かなということを一枚一枚、要はユーザーは確認

したくなるわけです。求めに応じるというのはそういうことになるわけです。 

 ですので、このＯＰは組織を明らかにする、その明らかになった組織から、この記事は明

らかに発行されていますよ、これを我々はドキュメントプロファイル、ＤＰというふうに呼

んでいるんですけど、このＯＰとＤＰをセットにすることで、確かに存在するこの人たちが
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確かにこの記事を書いたんだねということを分かるようにしたいというふうに考えていま

す。ユーザーはそれがどういうふうに見えるかといいますと、ユーザーインターフェースな

んですけれど、ウェブブラウザのこの画面でいうと、右上辺り、画面全体で言うと真ん中辺

り、①と書いてある吹き出しがありますが、ブラウザにボタンがついているのが見えるかと

思います。このボタンを押すと、この記事は読売新聞が書いたんだ、読売新聞というこうい

う会社なのか、例えば日本新聞協会に属しているあるいはＪＩＣＤＡＱに属している、ほか

の枠組みにも属している、こういった人たちを持って、あるいは編集倫理綱領がこうなって

いて、苦情相談窓口はここにあるんだ、ここに問い合わせればいいんだというような情報が

ポップアップで出てくる、こういう構造をつくりたいわけです。つまり、ブラウザに標準の

形でボタンがついていて、それを押したら、読売新聞でもこんな記事たまに書くんだ、へえ、

本当だ、あるいは、いや、朝日新聞だと思っていたら全然違ったぞというようなことが直ち

に分かるというような状態をつくりたいと思っています。 

 あと、ＯＰは真正性を確かめられるようにする技術ですので、これはメディア分野だけで

はなく広告商流にも使えます。実はオリジネーター・プロファイルの発想というのは、もと

もと広告商流の適正化というところから出てきているものです。これは、ＪＡＡの山口さん

や様々な方々が問題提起されて既にお話しされていますが、デジタル広告が非常に複雑で

あるということ。そして、その結果として広告主とメディアの意向ということが伝わりにく

くなっているということ、この問題があります。たとえば伝統メディアであれば、うちのこ

の製品は格調高い製品で大切にしたいものだから、このメディアのこの番組、あるいはこう

いう記事の近くに置いてほしいんだということが意向として伝わり、広告会社がそれを仲

介して、メディアはそれをできるだけ反映させるというようなことをして、コンテンツと広

告の一致というかフィーリングを合わせていくということを丁寧にやっているわけです。

しかも、その中身について、これはさすがに一般の広告、一般のメディアには載せられませ

んよというものは、出る前にリジェクトしているということをしているわけですが、デジタ

ル広告の場合、こういったことが非常にやりにくい。なので、このやりにくい状態を、ＯＰ

を先ほどと同じような仕組みを使って張りつけることによって、広告主の意向が広告商流

の最後まで、あるいはメディアの意向が広告主にちゃんと伝わるように、間を仲介する複雑

なプロセスの中でのそれぞれの意向がちゃんと表明され、マッチングされるような状態を

ＯＰの仕組み、先ほどと同じような仕組みを使って実現しようと考えています。その結果、

エンドユーザーからすると、適正な広告ないしは、このメディアに非常に合っているねとい
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うような報告が表出されるというような状態をつくりたい。山口さんが、今、広告主は不良

品を売られているのに等しいというかなり強い問題提起をされていましたが、デジタル広

告の瑕疵、業界というよりは仕組みの瑕疵に近いわけですけど、その仕組みの瑕疵をこうい

ったＯＰのようなテクノロジーで改善し、不良品だったものを少しずつ改善できるのでは

ないかというふうに考えております。 

 こういった真正性を高めていくということを、できれば業界であるとか産業のコミュニ

ティーのガバナンスや規範にのっとって実現していただきたいと考えています。これ、何を

言っているかというと、今ＯＰ技術研究組合という組織を我々技術開発のためにつくって

いますが、ここが未来永劫何でもかんでも全てオンリーワンで認証しますよ、あるいは検証

作業をやりますよということを申し上げてしまうと、これは非常にこの構造自体が危ない

ということはお分かりいただけるかと思います。ＯＰが全部責任を持つというふうな言い

方にもなりますが、ＯＰが全部を支配するという言い方にもなってしまうわけです。我々は、

当然ながらそんなことは目指しておりませんし、そんなことをできる能力もない。 

 では、それは誰がやるべきかというふうに考えると、もともと規範とガバナンスを明確に

されているような業界団体というのは存在するわけです。例えば日本新聞協会に加盟する

ためには、当然外形的な要件、例えば毎日発行しています、１日何部以上出しています、苦

情相談窓口も編集倫理綱領もお持ちですと、そういったことがチェックされているわけで

す。これが既にガバナンスの第一歩であるというふうに考えますと、そういった規範をお持

ちの業界団体というのはたくさんあるわけです。こういったところの枠組みをそのまま使

っていただく、使わせていただくという言い方かもしれませんが、このトラストを使わせて

いただいて、それを強化するために、このテクノロジーを活用いただけないかというふうに

考えております。その強化の具体的な方法が真正性の向上であり、それをよりエンドユーザ

ーに近づけて、２４時間３６５日検証できる状態、これが結果的に信頼ある状態に近づく方

法なのではないかということです。 

しかしながら、ブラウザにボタンを埋め込むというのは簡単ではありません。グーグルと

アップルとマイクロソフトに入れてくださいというふうに言わなければいけない。ところ

が、その３者が、はい、分かりましたと聞いてくれるわけはない。これは別にＯＰだからと

いうわけではなく、何の義理があるのだということです。ですので、我々は今何を目指して

いるかというと、ＯＰを入れてくださいではなくて、「ＯＰを入れろ」という命令形で物を

言いたい。これを実現する唯一の方法が、Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ Ｃｏｎｃｏｒｔ



 -24- 

ｉｕｍ、Ｗ３Ｃに技術提案を行い、標準として認められ、ブラウザに必ず入れなければいけ

ないものにする、この状態を実現しようと考えているわけです。 

 先ほど、メディアの話をして広告の話をしました。その後、そんな汎用的な方法があるの

だとしたら、というご期待から、生成ＡＩをめぐる偽情報対策で、政府からの御注目もいた

だいているところでもあります。先頃開催されました日米首脳会談でも、この話題というの

は議論の俎上に載りまして、アメリカはＣ２ＰＡという技術、日本はＯＰという技術を念頭

に置きながら、この来歴管理をいかに実現していくのかという議論が既に始まっているや

に聞いております。あるいは、今年の５月、今年ＯＥＣＤ議長国を日本は務めておりますの

で、岸田首相がまたパリに行ってお話をされるということですが、ここでも議論になるであ

ろうというようなことが企図されているということは伺っております。 

 最後に、ほかの技術との取組の違いということをさっと見ていただければと思いますが、

恐らく今日お聞きの方の一番の御関心は、Ｃ２ＰＡとの違いではないかなというふうに思

います。端的に申し上げますと、Ｃ２ＰＡの取組というのは、制作段階、つまり、メディア

に記事であるとかコンテンツが載る前の段階の来歴管理技術だというふうに考えられます。

なので、エンドユーザーがＣ２ＰＡを使って検証するということは、現時点ではＣ２ＰＡの

技術では考えられていないだろうというふうに我々は見ております。 

 一方、テキスト記事への署名であるとかは、今のところ彼らは検討していないということ。

また、制作編集段階の端末であるとか利用環境の識別にはＣ２ＰＡ以外の技術が必要、それ

との組合せが必要であるということが、我々の調査でも分かっていますし、技術仕様を見て

も明らかになっています。今回、この検討会の中でのグーグルとマイクロソフトがこの辺り

に言及されて、私からあえて英語で質問をしましたが、その意図というのは、Ｃ２ＰＡをオ

ンリーワンのものとして評価しているのかというようなことを言外に聞きたかったところ

でもあります。この２社とも割と正直に、Ｃ２ＰＡが唯一の技術ではないというふうに考え

ておられていて、ほかに連携するべきものがあれば、それはぜひ検討したいと言っていまし

たが、それは、このＣ２ＰＡが、Ｃ２ＰＡ自体の識別の技術と別のものと組み合わせなけれ

ばいけないというところに恐らく由来しているんだと考えます。つまり、グーグルはグーグ

ル、マイクロソフトはマイクロソフトで自分たちの認証技術、識別技術とＣ２ＰＡを組み合

わせられるかどうかという検証を今やっているということなんだというふうに思います。

これ以上はちょっと申し上げませんが、この辺りから、彼らが何を考えてどこに限界がある

のかということが少しお分かりいただけるんじゃないかなというところでもあります。 
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今ＯＰの取組は、メディア業界、広告業界、様々な方々に御参画いただいて開発をしてい

るところでございまして、ちょっとアペンディックスがあるのでここだけちょっと申し上

げますと、実は、もう技術的には骨格は動いています。昨年度、３月の時点で、実はトラス

テッドウェブ推進協議会の実証事業の枠組みの中で行いまして、もう世の中に動いている

姿が実はもう１度か２度、見られている、見えている状態になっていたりします。いつでき

るんですかというように言われていますが、大体できていますというのが、実は正確なとこ

ろです。この後、ノンストップのシステム、すなわち２４／３６５かつワールドワイドで動

かすためには、実際の運用技術をつくっていかなければいけませんので、今年度はその段階

に入って、できれば２０２５年度中には、というか２０２５年度の早い段階には本格的な稼

働を目指していこうというふうに思っております。 

 まとめになります。ＯＰの目指す理念は、ここに書いてありますとおり、情報発信の真正

性を向上し、結果として情報空間の信頼ある状態を実現するということでございます。提供

機能、技術的な特徴というのはここに書かせていただいたとおりですが、実装の予定として、

技術とガバナンスの適正な分離を完成形として目指すということ、あとウェブ標準化を実

現するということ、この２つが必ず最後まで守らなければいけないことだと。もちろん、一

番最初の段階で、このとおり、理想のとおりに進むのかということは、スタートアップです

ので、そう簡単ではないところがありますが、目指すのはどこかと言われたら、ここですと

いうことは、ゴールは変えずにいきたいというふうに考えております。適用領域は、メディ

ア、デジタル、あるいは信頼ある状態が期待されている主体による情報発信の安全性向上、

あと生成ＡＩ、こういったところが既に御期待いただいたり、我々としても取組を始めてい

るところでもございます。 

 長くなりましたが、以上でございます。御質問等あればぜひいただければと思います。あ

りがとうございました。 

【宍戸座長】  クロサカ構成員、ワシントンＤ.Ｃ.からありがとうございます。それでは、

ただいまの御発表に対しまして、御質問、御意見のある方はチャット欄で私にお知らせをい

ただきたいと思います。いただきたいのですけれども、事務局のほうで、すいません、１７－

１－１をお示しいただけますか。ありがとうございます。これの２３ページをお示しくださ

い。 

 ＯＰのお話をいただいたわけでございますが、本日ここで検討している議論との関係で

申しますと、この発信側のところの、真ん中の黄色い縦、発信情報の信頼性を得るためのコ
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スト増への対応の在り方でありますとか、一番下の技術研究開発の在り方でありますとか、

上の３段目の国際連携・協力の在り方に、このお話は関わるものと思います。 

 また、もう一枚おめくりください。 

 一番下、広告掲載品質の確保のための良質なメディア（パブリッシャー）の真正性・信頼

性の確保の在り方などにも関わるお話だということで、今回、クロサカ構成員に御発表をお

願いしたところであります。 

 ということで、御質問、御意見１０分程度いただければと思いますけれども、こういった

具体的方策との関連についても、もちろん御発言いただいたり、クロサカ構成員、どう考え

ているのかと聞いていただいたりするとよろしいのかなと思います。それでは、どこからで

もということで、チャット欄に、私にお知らせいただきたいと思いますが。まず、奥村構成

員、お願いします。 

【奥村構成員】  ありがとうございます。非常に関心を持っていた分野ですので、ありが

とうございました。 

 ＯＰを、多分発信者が責任を持って、その情報が誰だか分かるというようなことを認識さ

せる技術だと認識しておりますが、ニュースの場合には、ニュースメディアだけじゃなくて、

多くのフリーランスの方が有益な発信をなさっていますが、あまりプラットフォームはお

持ちじゃなかったり、発信の仕方がいろいろなプラットフォームにまたがっていたりとい

うことで非常に複雑になっています。そうすると、そのような人たちがＯＰを持つためにど

れぐらいの負担が個人的にかかるのか。もしくはそれにこぼれ落ちてしまう人はいるのか。

それをこぼれ落ちてしまうような人を、新聞協会みたいな業界団体が何らかの形ですくい

上げる必要があるというようなイメージをお持ちなのか、どういう形でそういう方の発信

を守っていくかと。既存のメディアにすごく焦点が当たり、記者クラブやなんかの問題もあ

って、非常にフリーランスの方が活躍できるのも限定的な場面になっていますけれども、ネ

ットはそれを多少開放したという部分があるので、そのような人たちには自由に活動して

もらいたいというところでは、どのような運用が考えられるのかというイメージを教えて

いただけたらと思います。ありがとうございました。 

【クロサカ構成員】  ありがとうございます。実はその点は、当初から、どのような理想

を掲げるべきかということを内部でも議論しております。今も、正直言うと決着がついてい

る話ではありません。 

 ですので、私、事務局長という立場ではありつつ、あくまでも私見として聞いていただけ
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ればと思いますが、まず、個人でＯＰを導入することができる、できないということ、技術

的にはできると思います。ただ、そうすると、個人がその情報の信頼性ないしは真正性を確

保担保する主体たり得るのかというようなことを、どのように第三者認証していくのかと

いう問題が出てきます。非常にトートロジーにもなっていきますし、恐らく個人にもコスト

というよりも社会的な要件として高いハードルになってしまうだろうというふうに考えら

れます。ですので、現実的には、恐らく個人の方が発信するためのプラットフォーム、例え

ばブログであればブログサービス事業者の方々がＯＰを自分たちのエンドユーザーに対し

て提供するというようなことを表明いただけるとすると、これが一番現実的だろうなとい

うふうに考えております。 

 一方、業界団体の方々が、個人に完全に門戸を開くことが可能かというと、恐らくこれは

両方の問題があると思っています。１つは、これまでその組織として掲げてきていける要件

ということに対して別枠を与えるというのは、これはＯＰに限らず、その組織が提供してい

るトラストということの別のルートをつくってしまう、別の価値をつくってしまうという

ことになりますので、簡単ではなかろうということ。あともう一つは、恐らくジャーナリス

トの方なので、新聞協会や民放連が仮に門戸を開いたとしてもそこに入るのは自分はちょ

っと違うというような、発信する個人の側がそれを選びたいということもあると思います。 

 ですので、この辺り、どのように調和していくのかということは、正直申し上げるとまだ

宿題として残っていますが、ただ、ここについて何らかの方策を考えていくということ自体

は、このＯＰ組合としては引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

【奥村構成員】  ありがとうございます。課題の認識が共有できたということで非常にあ

りがとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。それでは、石井構成員、お願いします。 

【石井構成員】  非常に興味深い技術の御説明、ありがとうございました。 

 私からは簡単に２点ほどお聞きできればと思います。 

 まず１点目は、先ほどプレゼンテーションの中で、技術には技術をという御説明あったか

と思いますけれども、ワーキンググループでは制度面を含めた検討を深掘りしていくとい

うことになると認識して、取組を伺うと、例えば透明性の取組ですとか、法制度には直結し

ないにしても、共同規制的な枠組みの可能性もあるとは思いますので、制度面に対する期待

する何かがあるのかどうか、その辺りについてお聞きできればというのが１点目です。 
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 それからもう１点は、非常に基本的な確認で恐縮ですが、補填の技術というのは、端末の

種類が何であっても、ブラウザベースでの技術であるという認識でよろしいですか。 

 この２点です。お願いします。 

【クロサカ構成員】  ありがとうございました。 

 まず１点目、これも私の私見になりますが、制度面への期待ということで先生にも言及い

ただいたとおり、恐らく、共同規制的なアプローチを具体化させていくときの技術的な方法

として御検討いただくのがいいのではないかなというふうに思っております。ＯＰそのも

のが何らか強い制度と一体化するというようなことは、恐らくＯＰを今つくっている、例え

ば新聞社の方々、メディア企業の方々も、必ずしも望んでいることではなかろうと、これは

議論していても節々に感じるところです。また、ＯＰでなかったとしても、先ほどからの議

論のとおり、そこを直ちに切り込んでいくということは、やはり慎重にならざるを得ないと

いうことだろうと思います。 

 ですので、この議論、この検討会の議論そのものでもありますけど、恐らく何らかの共同

規制、この場合は根拠となる法律をどのように置くのか、定めるのかということと背中合わ

せであろうかと思います。私の理解する共同規制というのは、何らかの法律に基づいて、そ

れを業界であるとか何らかの秩序の枠組みの中で運用していくということですので、その

実際の運用、執行とはあえて言いませんが、運用面でＯＰを使ったほうがより合理的、効率

的だというところがあるようであれば、そこが出番なのかなというふうに考えております。 

 あと２つ目、これは基本的にはブラウザベースの技術ですが、スマートフォンアプリとい

うのも、実は多くの部分、ブラウザベンダーが提供しているツールキットを使っていること

が多いです。アプリという形を取っていますが、実は裏側でサファリのレンダリングエンジ

ンを使うみたいなことが多いわけです。ですので、ブラウザの標準を進めることでアプリの

世界にもそれなりにリーチができる、影響力を持つことができるだろうというふうに考え

ております。 

 以上です。 

【石井構成員】  ありがとうございます。よく分かりました、ありがとうございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。越前構成員、お願いします。 

【越前構成員】  越前でございます。大変興味深い重要な技術の御発表ありがとうござい

ました。 

 御発表の中で、その技術で進めていてどうしようもない場合に、制度の力をかりるという
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のは、完全に技術者として同意させていただきます。 

 その中で、技術という点でのポイントを１点御質問したいと思っております。技術の標準

化と関連するのが知財戦略、パテントの戦略かなと思います。その点、技術研究組合におけ

る今回のＯＰの知財戦略についてお聞きしたいと思っています。具体的には、例えば国際標

準等を目指すのであれば、パテントプール等を使って、例えば、パテントをプールの中に入

れ込むわけですけども、ただ、パテントプールをしたとしても、どこか分からない企業が、

この特許は関連しているんだというふうに言ってくる可能性は十分あるというところでご

ざいます。恐らく、ＯＰは技術的には関連する特許は非常に多いというふうに個人的には思

いますので、場合によっては数百、数千の関連する特許が出てくるかもしれないというとこ

ろについて少し懸念を持っております。その点の戦略をお聞きしたいということと、もしか

すると、これはＷ３Ｃの標準を目指していらっしゃるというところで、そういったＷ３Ｃの

特許方針等、何かしらの施策をお考えになっているかもしれません。ただ、その施策があっ

たとしても、そういった全然関係ない企業さんとかから特許侵害だというふうに言われる

場合の対応等を含めて、そういったところの点について状況をお聞かせいただければと思

います。 

 私からは以上でございます。 

【クロサカ構成員】  ありがとうございました。御指摘の内容の性質上、あまり詳細は申

し上げにくいところがありますし、また、必要に応じて個別のお話もさせていただければと

思いますが、非常にざっくりした申し上げ方をしますと、いわゆるオープンクローズ戦略に

近いのかなというふうに思っております。標準化を同時に進めているので、ある程度仲間づ

くりを含めて開示しなければいけない部分というのが出てくるところで、ここが先生おっ

しゃるとおりパテントプール、標準必須特許というところまではいかないと思いますが、恐

らくそこで、ただ、FRAND宣言をされた方に云々みたいなことということを少し射程に入れ

ておかなければいけないだろうなというふうには考えております。 

 一方で、普及させるためにもできるだけオープンにしていかなければいけない部分もあ

りますので、これはどの知財のどの部分をオープンにしていくのかということと、ビジネス

モデルであるとか普及のモデルということをちょっと並べてみながら、都度都度判断して

いくということになろうかなというふうに思っております。 

 ちょっと中途半端で恐縮なんですが、ひとまずこんなイメージだと思います。 

【越前構成員】  ありがとうございます。よく理解できました。どうもありがとうござい



 -30- 

ます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。それでは、最後、落合構成員、お願いします。ち

ょっと時間が押しておりますので、よろしくお願いします。 

【落合構成員】  分かりました。どうも御説明いただきまして、ありがとうございます。 

 技術でできるところは技術により対応するという部分については、私も大変同感だと思

っております。特に、この偽情報、誤情報の文脈では、コンテンツモデレーションに関する

ヒアリングなどのプラットフォームにしておりますが、この情報の流量というものが、人手

によって技術を使わないで処理をしていてはどうしても追いつかない部分があるという現

実もあり、やはりどうしても技術を利用するということを最大限考えざるを得ない状況に

もあると思っております。 

 その中で、今回の技術に関する射程と制度との組合せについて御質問できればと思って

おります。基本的には、これは誰が情報を発信したかという主体の認証に関する技術という

ことだと思っておりまして、そのほかの一般的な、例えば広告であったりですとかモデレー

ションなどの部分については、またそれはそれで、そのテーマに関する技術であったり、場

合によっては制度によって解決しないといけないかと思っております。こういうイメージ

で合っているかどうかというところがまず１つです。 

もう一つが、既存の団体であったり、そういうフレームワークも利用していくという御指

摘もあったと思っております。その中で、新聞協会であったり、ほかの、例えば事業者団体

なども含まれていると思っております。一方で、先ほど奥村先生と議論されている中で、例

えばフリーランスなどの方はどうするのかということで、これは多分、新しい団体であった

りサービスのようなものが、その団体の代わりをできるようにするといいということであ

ると認識をいたしました。その場合に、もともとある団体のトラストの確保の仕方というの

はかなり千差万別だとは思いますので、一定程度最低限こういうことはしてくださいとい

うことはお願いをしておくとは思われます。それ以上のことを実施されているというのは、

それは自主的な取組としてディスクローズされていれば評価されるかもしれないし、それ

以上のことは実施しても、しなくてもいずれでも良く、商業サービスに近いような、先ほど

のブログのようなサービスであれば、もしかすると最低限のリクワイヤメントだけ対応し

て、このＯＰを利用していくということもあるのかなと思いましたが、イメージとしては合

っておりますでしょうか。以上２点でございます。 

【クロサカ構成員】  ありがとうございます。 
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 まず１点目ですが、基本的にはおっしゃっていただいたとおり、既にある技術を含めて、

広告は広告、コンテンツモデレーションならそれというような形で、何らか連携をしていく

必要があろうかと思っています。ただ、広告についてで申し上げますと、山口さんだけでは

なく長澤さんからも以前お話がありましたが、プライベートマーケットプレイス（PMP）が

日本では遅れていて、この実現や拡大を進めていきたいという御意向が業界の中にもある。

そのときに、ＰＭＰがまだちゃんとできていない以上、ＯＰをかなりの部分フィーチャーし

ていただきながらつくるということが場合によってはあり得るだろうと思っています。Ｊ

ＩＣＤＡＱさんと連携させていただいている部分も実はあるんですが、そういったことを

議論させていただいているところもニュアンスとしてはあるかなというふうに思っており

ます。 

 あとは、２つ目の御質問でございますけれども、どういった新しい団体であるとかにＯＰ

を使っていただけるようにするか、そもそも誰にＯＰを使っていただくと一番社会全体の

利益、公益に資するのかというようなことを、実はＯＰの中で今検討を進めておりまして、

憲章起草委員会というものを立ち上げて、憲章をつくっています。これが間もなく公表でき

る段階に行くかなと。向こう一、二か月の間には、そこまでたどり着くというふうに思って

おりますので、またちょっとそれが見えたところで何らか御紹介できればというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

【落合構成員】  どうもありがとうございます。ワシントンに行かれているわけも、何と

なく今日の御説明聞いていてよく分かりました。どうもありがとうございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、議事の３に移らせていただきます。まず、ＮＩＣＴ、鳥澤様より、

資料１７－３－１、御発表をお願いいたします。 

【情報通信研究機構（鳥澤フェロー）】  オブザーバーのＮＩＣＴの鳥澤と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 情報通信研究機構といいますのは、国の研究機関でありまして、私、そこでフェローして

おります自然言語処理ＡＩの研究者であります。１５年ほど前までは大学で教えておりま

したけれども、２００８年からＮＩＣＴに勤務をいたしております。 

 本日の内容でございますけれども、能登半島地震におけるＸ上のデマ情報の分析をいた

しましたので、簡単に御報告をさせていただきます。 
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 それから２番目としまして、生成ＡＩとフェイクニュース等のリスク及び対処策につき

まして、ここ１年ほどつらつら考えていることをお話しさせていただければと思いますけ

れども、実は４月１日に月刊正論で「複数の『正義』で『悪』を無効化する」という記事を

書かせていただきました。今日の資料も、去年の夏ぐらいからいろんなところで使っている

資料でありまして、ひょっとすると御覧になられた方もおられるかもしれませんが、御容赦

いただければというふうに思います。 

 まず、能登半島地震におけるＸ上のデマ情報の分析でございますけれども、我々、これま

でＤ－ＳＵＭＭと呼んでおります、ＡＩでＸの災害関係情報を分析するシステムというの

を開発しておりまして、２０１６年から昨年度末まで試験公開をしておりました。このシス

テムでは、災害に関係する報告、例えば火災が起きているとか今揺れたといったような投稿

をＸから自動抽出しまして、自治体等を指定しますと、そのエリアにおける災害に関する報

告を自動抽出して、意味的に分類をしてカテゴリーごとにまとめまして提示するシステム

でございます。 

 これはスクリーンショットがついておりますけれども、所々に丸注というマークがつい

ておるのがお分かりかと思うんですけれども、これはＸの報告を抽出するわけですけれど

も、その報告と矛盾する投稿がある場合には、これはデマの可能性があるとして自動的に注

意喚起をするものであります。 

 ２０１６年から公開しておりまして、自治体の災害対策本部等でお使いいただきまして、

中には、鉄橋の流出を鉄道会社より先にツイッターで見つけたといったような有効活用事

例がございました。 

 今回の能登半島地震でございますけれども、今回は発災後２４時間で、助けてください、

この住所で生き埋めが発生していますといった救助カテゴリーの報告を詳しく分析してみ

ました。能登半島地震後の２４時間と、ちょっと前の熊本地震の本震後の２４時間というの

を比べてみますと、総報告数で言いますとほぼ同じレベルでありますけれども、救助カテゴ

リーの件数としては、能登半島のほうが倍近く多かったというような状況であります。ちょ

っとこれが何に起因するのかというのは、ここでは申し上げることは難しいんですが、そう

いった状況であります。先ほど、この丸注のマークでもってデマの可能性があるものをアラ

ートを出しているというお話を差し上げましたけれども、実際にツイート、投稿を見ますと

どういう形になっているかといいますと、これはあくまでイメージなんですけれども、左側

に被災報告を抽出した投稿、例えばここですと助けを求めています、挟まれて逃げられませ
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ん。これこれの住所で子供もいます。こういった投稿があったときに、この報告と矛盾する

かもしれない投稿ということで、珠洲市山田という存在しない住所で救助を求めるポスト

がある。デマかもしれないので気をつけよう、こういったような形で注意喚起をしている投

稿があるわけですけれども、これを両論併記のような形で突き合わせることで、デマに踊ら

されないようにできるのではないかと、そういう意図で、我々はこのシステムを開発したわ

けです。この矛盾の認識というのはそんなに優しくはありませんので、矛盾する投稿として

ここに表示がされる書き込みはあるんだけれども、実はデマではないと、そういったケース

は確かにあるんですが、例えば熊本地震でライオンが逃げたとか、あるいは大阪で京セラド

ームの上にひびが入った、さらには豪雨でもって救急車のふりをした火事場泥棒がいる。そ

ういったマスコミさんで取り上げられたような大きめのデマに関しては、ほぼすべてこの

やり方で検知ができていたという状況でございます。 

 今回は、事後の調査になりますけれども、助けてください等の救助要請に関する投稿で、

Ｄ－ＳＵＭＭが矛盾する投稿を検知したものに関しまして、我々、現場でデマか否かの判断

はできないので、ここに挙げておりますＡからＤの基準でもってデマか否かを推定し集計

をしました。 

 例えば、先ほどの例でもあったんですけども、今回の能登半島では存在しない住所で助け

を求めていると、そういったような事例がかなりありました。あとは、問題の投稿をもっと

深掘りしていって、オリジナルの投稿を特定しますと、その後、無事助けていただきました

というようなフォローアップのメールでリーズナブルなものがあった場合には、これは恐

らく事実であろうと推定する、さには、新聞等でデマ等として言及されているケースという

のがありますので、それと突き合わせる、さらには、オリジナルの投稿アカウントが凍結さ

れていると、こういったような基準でデマかどうかの推定をしてみたわけであります。 

 これが、能登半島、珠洲市、輪島市、七尾市、それから市町村までは特定できていないん

ですけども、石川県内といようなことで出た救出依頼のような投稿に関してチェックした

ものですけれども、七尾市がひどくて、我々の判定ではほぼ全てがデマであると。さらに、

珠洲市も３％ではありますけれども出ていると。熊本地震のケースと比べますと、我々の先

ほどの手続で特定できたデマというのは、アカウントの凍結がその後分かったというのは

１件だけでありまして、それに比べると、ここに挙げましたような非常に簡単な基準でもデ

マと推定できるものが極めて増えたのかなと思っております。 

 ただ、これ、実際には、日本語のツイートを全部分析しているわけでありませんし、また、
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処理の都合上、重複している投稿等は削除しておりますので、皆さんがタイムラインで見て

いる肌感覚とは少しずれている可能性がありますし、そもそもこの数字というのは参考情

報程度と御理解いただきただければと思います。ただ、衝撃を我々受けたのは、Ｄ－ＳＵＭ

Ｍは２０１６年から公開しているわけですけれども、これまで正しい情報を投稿している、

そういう書き込みをデマと決めつけるような、そういう矛盾した投稿というのは我々確認

していなかったんですが、今回はそういったものが確認されたということで、なかなか状況

は悪化しているのかなという印象でございます。 

 実際、我々のこのＤ－ＳＵＭＭの試験公開というのは昨年の末で停止したわけなんです

けれども、この１つの理由としましては、代替のシステムとしまして防災チャットボットＳ

ＯＣＤＡというものを、ＬＩＮＥさんの協力の下、防災科研、ウェザーニュースさんと共同

開発しまして、これは現在１２０自治体で商用利用されております。ただ、残念ながら能登

半島でお使いの自治体はなかったようなのでありますけれども、こういうシステムがあり

ますので、そろそろ停止してもいいかなと考えたわけであります。 

 このシステムは、Ｘのような誰でも投稿できる情報から分析するのではなくて、あらかじ

めＬＩＮＥで信頼が置ける方々を友達登録していただくわけです。いざ災害が起きますと、

このＡＩが、被災状況に関する質問を友達登録していただいたユーザさんに送って、回答し

てもらうわけです。そさらには、避難所への誘導等の情報をプッシュで送ると。例えば、こ

ういうシステムですと自治会のリーダー格の人とか、そういった方々に登録していただけ

れば、かなり信頼のおける情報が網羅的に取れるのではないかなというふうに思っている

ところでございます。 

 能登半島に関するデマの話というのはここまでとさせていただきますけれども、生成Ａ

Ｉとフェイクニュース等のリスクについて、続けてお話をさせていただければと思います。 

 実は我々、ＬＬＭ、昨年から積極的につくっているところであります。いろんなサイズ、

このパラメーターのサイズというのが、この大規模言語モデルの賢さの１つの指標になっ

ているわけですけれども、ＯｐｅｎＡＩのＧＰＴ－３並みあるいはそれよりも大きいモデ

ルというのを、学習データは小さいんですが、実際につくっていろいろ試している段階であ

ります。ただ、ＣｈａｔＧＰＴが出現する以前は、フェイクニュースですとかヘイトスピー

チ的な出力をするということで、極めてリスクが大きい技術だなというふうに思っており

まして、基礎研究にとどめてきたわけです。ところが、ＣｈａｔＧＰＴが世の中に受け入れ

られたことで路線を変更しまして、そういったことを言っている場合ではないということ
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で開発を進めたということです。 

 実は、皆さん、大規模言語モデル、生成ＡＩをお使いの方というのは多いと思うんですけ

れども、皆さんお使いのものというのは、恐らく厳重なガードレール、つまり問題のある出

力が出ないようにいろいろ工夫がされているかと思うんですけれども、我々開発者ですの

で、こういうガードレールのない大規模言語モデルの出力というのは、どういう問題含みの

ものが出てくるかというのを日々実感しているところでございます。ここに幾つか例を挙

げさせていただいておりますが、これらは別に問題のない例でありますけれども、ファイン

チューニングとか強化学習、これは、すいません、専門的な話になってしまいますけれども、

そういった工夫はしない素のモデルの出力ということになります。 

 これも、昨年辺りからいろんなところでお話しさせていただいているところなんですが、

今後、我々も、そう大してリソースがあるわけではないわけですが、このぐらいのものがで

きということで、正体不明の方々が、恐らく正体不明の野良生成ＡＩみたいなものをこれか

らたくさん作って悪用する可能性もあるんではないかと。当然のことながら、これも釈迦に

説法ですが、偽情報ですとか、あるいはユーザ思考を支配される、洗脳される、それから新

規のマルウェアをバリバリ生成ＡＩがつくるといった悪用事例がたくさんでてくるだろう

と。それ以外にも、今後、今我々が予想もつかないようないろんなリスクが出てくるという

ふうに思っています。 

 さらに、ＣｈａｔＧＰＴというのは２か月で１億人と直接対話したということなんです

けれども、歴史上のいかなる人物も、２か月で１億人と対応するなんていうことはできなか

ったわけです。一人の人間が一生の間で１億人と対話するのも事実上不可能だと思うんで

すが、そういうわけで、生成ＡＩというのは歴史上のいかなる大人物よりも影響力が大きく

なる、そういう潜在的な能力があるんだろうと思っています。なので、悪用された場合には、

本当に類例のないといいますか、未曽有のダメージがあり得るのではないかというふうに

考えております。 

 こうしたリスクへの対処策なんですけれども、いろんな生成ＡＩが互いに議論を行うと。

その結果を受けて人間が意思決定する、そういうある種の民主的ＡＩの世界というのが考

えられるのではないかというふうに思っていまして、例えば不適切な情報はＡＩが互いに

否定、批判することで排除できる可能性があるかと思いますし、例えば海外発の偽情報に対

して国産のＬＬＭで反論できる可能性もあるでしょうし、あと、副作用として、ユーザーと

ＬＬＭとで議論することで、一時言われていましたけれども、みんな考えるのやめてばかに
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なると、そういった状況は防げるのではないかなというふうに思っております。 

 ＣｈａｔＧＰＴをお使いの方は、ふだんから毎日のように議論をしているとおっしゃる

方もおられるかもしれませんが、我々の大規模言語モデルでも、議論のようなことというの

は一定程度できるということが分かっていまして、ここにお示ししましたのは、電気自動車

とハイブリッド車を比べて、どちらが地球温暖化の解決に貢献できるかいったようなテー

マで議論をしたものであります。ちょっと時間が押しておりますので、詳細に立ち入ること

はいたしませんけれども、割とかみ合った議論をして、なおかつ大規模言語モデル側からあ

る種のアイデアが提供されるといったようなことがお分かりになるのではないかと思いま

す。 

 次に、いろいろ我々のところでも、大規模言語モデルを悪用するとどういうことが起きる

のかなということでいろいろ試しております。今ここで出ておりますのは、大規模言語モデ

ルにフェイクニュースを生成させてみた例ということになりますが、ある火山が噴火して、

救援が極めて困難だというタイトルの新聞記事を書けというようなことを言ってみますと、

例えば救援が困難な理由が、火山灰が上空に滞留していて自衛隊のヘリも飛べないと、そう

いったようなところを捜索して出すといったようなことができているというわけでありま

す。こういったものが、大規模言語モデルというのは計算機さえあれば幾らでも増やせます

ので、人力での対応が追いつかない量、規模でこういったものが流される、そういったリス

クもあるのかなと思っております。例えば、数百万件の、こうしたデマが１日で流れるとか、

そういったような状況になりますと、非常に困ったことになるのではないかと。 

 一方で、画像とか動画とかになりますと少し状況が変わるかもしれないんですけれども、

テキストレベルですと、大規模言語モデルの生成したテキストと、人間が書いたテキストと

を識別することというのは極めて困難だと思っていまして、仮に人力で対応が追いつかな

い規模でフェイクニュースが流された場合には、本来でありますと、自動で大規模言語モデ

ルの生成したフェイクニュースを削除するといったようなことはしたくなるわけなんです

けれども、恐らく人間発のテキストも誤って削除しまうだろうというふうに考えています。

そうなると、言論統制ということになりますので、そうした削除するアプローチはとれない

のではないかと考えております。 

 今私どもが、これに対する対応策として考えておりますのは、フェイクニュースを削除で

きないとしても、言わば正義の味方の生成ＡＩに反論を生成させてカウンターを当てると

いったようなことができるのではないかと考えております。この反論も人間によって妥当
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性のチェックをするということは本来望ましいんですけれども、攻撃の規模が大きいと、そ

れではとてもではないが間に合わない、そういったような状況もあり得るのかなというふ

うに考えております。 

 これ、うちの大規模言語モデルで実際に反論をつくってみた具体例でありますけれども、

例えば厚労省はコロナワクチンで人口削減を狙っていると、こういったような主張の後に

「この主張が間違っている理由は、」あるいは「この主張がフェイクである理由は」という

ようなテキストを付け加えまして大規模言語モデルに投げますと、根拠付きの反論とでも

呼べるようなテキストが実際に出力されます。この一番左上の反論、これはあまり説得力が

ないような気がするんですけれども、国民の健康を守ることが厚労省の目的なので、そんな

ことするわけないというような話です。下から右に向かって矢印で示していますのは、の、

まず最初の反論として、「厚労省はコロナワクチンの人口削減を狙っている、この主張がフ

ェイクである理由は、厚労省は人口削減を狙っているという手法がフェイクであるのと同

じ理由です」と出力されましたので、その主張を受け入れて「厚労省は人口削減を狙ってい

るという主張が間違っている理由は」というようなことを聞いてみますと、人口削減を狙う

なら、ワクチンを接種させるよりも感染症を流行させたほうがはるかに効率的だからです、

とか、あるいは、人口が減れば年金制度が破綻するので厚労省は困るでしょうと、そういっ

たような反論が出てくると。我々の大規模言語モデル、まだまだ非力でありますので、今後

さらに強力な大規模言語モデルがつくれれば、こういった仕方でフェイクニュースに対し

て反論すると。こういったことも、フェイクニュースに対する対応としては選択肢の１つに

なるのではないかなと、そんなふうに思っているわけであります。 

 こういったことをを考えていきますと、極端なケースですと、生成ＡＩというのもまさし

く安全保障問題にほかならないというふうに考えています。先ほども申し上げましたけれ

ども、ＣｈａｔＧＰＴは２か月で１億人と直接対話したということで、歴史上のいかなる人

物よりも影響力が大きくなる、そういう潜在能力があるというわけです。この背景には、Ａ

Ｉというのは、人間と違って同じ作業を飽きることなく２４時間幾らでも続けられますし、

そもそもコピーが幾らでもできるような、ウイルスのような存在でもあるわけです。こうい

ったことの帰結として、AIは、フェイクニュースに限りませんけれども、それが生成する不

適切な情報の量で人間を簡単に圧倒できる、そういったことになりつつあるのかなと思っ

ています。先ほど、技術に対向するには技術しかないというようなお話がありましたけれど

も、端的に申し上げると、今後は悪のＡＩに対抗できるのは正義のＡＩだけというようなこ
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とになるのではないかなと思っています。この対抗手段の１つが、先ほど申し上げたような

反論を生成してフェイクニュース等を無効化すると、そういったようなことなのではない

かといったことです。 

 もう少しで終わりますけれども、こうやって安全保障問題として生成ＡＩを考えますと、

日本社会を守るためには、ダークサイドからフェイクニュース、誹謗中傷、詐欺、洗脳、い

ろんなものが流れてくるわけなんですけれども、ある種、正義のＡＩが防御するしかありま

せんよねということです。 

 実は我々、開発者の業界で１つ大きな話題になっていますが、フリーな研究開発、あるい

はフリーでモデル等つくったものを公開するというのが望ましいのか、あるいはクローズ

ド、ＯｐｅｎＡＩなんかクローズなんですけれども、クローズドでやるのが望ましいのかと

いう議論があります。私、個人的には、フリーな研究開発、これはまさにダークサイドへの

技術移転にほかならないというふうに思っておりまして、これよろしくないのではないか

なというふうに思っております。また、当然正義のＡＩというのも、意図どおりに完全にコ

ントロールできるわけじゃありませんので、誤って日本社会を攻撃する、こういった状況も

あり得るでしょうというわけで、一定の規制は必要だと、そういうふうには思うわけであり

ますけれども、ダークサイドというのは法規制は全く気にしませんので、増長すると。一方

で、不適切な規制、過剰だったり後出しじゃんけんだったりというようなことがありますと、

この正義のＡＩというのが萎縮してしまって社会を守れなくなるというようなことがあり

得るのではないだろうか。この辺を危惧しているわけであります。 

 さらに、正義のＡＩといっても、正義の定義が一義に決まるわけもございませんので、や

はり複数の正義を志向するＡＩ、それぞれは時々間違ったことを言ったりすることになる

と思うんですけれども、これらが互いにチェックをし、議論をしながらダークサイドのＡＩ

からの攻撃を防ぐと、こういったような仕組みが望ましいのではないかなというふうに考

えておるわけであります。 

 雑駁なお話で大変恐縮でありますが、私からは以上となります。【宍戸座長】  鳥澤先

生、ありがとうございました。学術会議のシンポジウムで鳥澤先生に、私、怒られたことを

よく思い出しましたが、いいディスカッションだったと思いますし、今日はおいでいただい

て非常に貴重なインプットをいただいたと思います。 

 他方、私の不手際で時間がなくなってしまっておりまして、御質問は構成員いっぱいある

と思うんですが、１問だけ絞らせていただこうと思いますが、どなたかいかがでしょうか。
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勝手に私が指名してしまい申し訳ないんですけど、越前先生、何かありますか。 

【越前構成員】  手短に、ありがとうございます。大変興味深い質問で、今後の正義のＡ

Ｉを使ったアイデアも非常に興味深く拝見させていただきました。 

 正義のＡＩについてですけれども、これは、メディアに流れているコメントが対象な訳で

すが、人間が書いたコメントもあるかもしないと。それに対して正義のＡＩが、これは違う、

あれは違うということを言うことで倫理的な問題がないのかなというところですね。もし

かすると、これは事前にＡＩが生成したものか否かというところをＡＩが判断している前

処理があるかもしれないという仮定で言うと、ユーザーに提示するのはこれがＡＩ製か否

かというところで十分じゃないかというふうに思うんですけども、この正義のＡＩの想定

する範囲、ここについて少しお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【情報通信研究機構（鳥澤フェロー）】  前段で、ここは怪しいよねというふうに判断す

るというのは当然ありかというふうに思っています。 

 ただ、この正義のＡＩが、この主張は間違っているとか怪しいとか、そういうことを決め

つけるというのは、これはよろしくないかなと思っていまして、むしろこの主張の根拠は何

であるのか、あるいは主張を敷衍していった先におかしなことが起きるんだけど、これはど

う考えるのかと、こういったような形で反論していくのかなというふうに思っております。

反論を受けましたら、間接的に否定されているように感じられる方もおられるかとは思う

んですけれども、反論を受けてさらなる反論を、もし人間が書いた情報に対してこのＡＩが

反論した場合ですけれども、人間のほうからさらに反論をしていただくと。そういったこと

で、よりプロダクティブに正しい議論にたどり着けるのではないかと。これは保証はありま

せんが、そういったことを考えているわけであります。 

【越前構成員】  ありがとうございます。場合によっては反論できなくて落ち込んじゃう

とか、そういった方もいるかなと思うんですけども、そこら辺の倫理的な扱いというのは結

構難しいのかなと思ったりしたんですが、そこら辺のお考えは。 

【情報通信研究機構（鳥澤フェロー）】  ただ問答無用で削除するよりはいいのではない

かと。 

【越前構成員】  なるほど、分かりました。 

情報通信研究機構（鳥澤フェロー）】  それ以外に選択肢があるのかと、ちょっと考えて

いた範囲では見つからないなという感じであります。 

【越前構成員】  どうもありがとうございました。勉強になりました、ありがとうござい
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ます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

【情報通信研究機構（鳥澤フェロー）】  ありがとうございました。 

【宍戸座長】  越前先生、ありがとうございました。それから、鳥澤先生、引き続きこち

らの検討会とも連携させていただければと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 すいません、若干時間が押しておりますので、もしかすると５分ぐらい延長することにな

るかなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 次のアジェンダでございます。続きまして、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第

２課理事官、柴田様より御発表のほうをお願いいたします。 

【警察庁（柴田理事官）】  警察庁組織犯罪対策第２課の理事官をしております柴田と申

します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速ではございますが、資料を提示させていただきながら御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 それではまず、警察庁からは、御要望いただきましたＳＮＳ悪用した投資・ロマンス詐欺

の被害発生状況等について、現状分かっている範囲ということではございますけども、御説

明をいたします。 

 まず、警察庁のほうにつきましては、昨年下半期から、ＳＮＳ型の投資・ロマンス詐欺の

被害が非常に多くなってきているのではないかと。この兆しをつかみまして、昨年下半期に

初めて調査をいたしたというところでございます。急ぎ調査を実施いたしましたので、なか

なか限界があるところもございまして、構成員の皆様方に対して不十分と映ることもある

かもしれませんけれども、それはちょっと御容赦をいただければと思います。 

 今御覧いただいております分類が、警察庁から都道府県警察に対して調査をかけるとき

のそれぞれの定義といいますか、示しという形でございます。本日、この投資詐欺とロマン

ス詐欺、２本あるわけでございますけれども、時間の都合もございますので、検討会の御趣

旨を踏まえまして、ＳＮＳ上の広告からの入口があります投資詐欺について主に御説明を

していきたいと思います。 

 こちらは、ＳＮＳ型投資ロマンス詐欺の認知件数被害額になります。これは昨年１年分に

なります。 

 まず、グラフでありますけども、折れ線グラフのほうが、これが認知件数になります。そ
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れから棒グラフが被害額であります。青色のものが投資詐欺に関係するものでございます。 

 御覧いただいているとおり、昨年の後半からこの被害が、件数、被害額ともに非常に大き

くなってきておりまして、投資詐欺につきましては、年間で認知件数が２,２７１件、被害

額につきましては約２７８億円いう形になってございます。こちらのロマンス詐欺も合わ

せますと、被害額ベースで見ますと、年間で４５０億を超える被害が発生しておりますけれ

ども、こちらは特殊詐欺、現在の治安上の最重要課題の１つでありますけども、特殊詐欺が

年間で４４１億円の被害ということを踏まえても、非常に深刻な状況にあるということに

なってございます。 

 続きまして、ＳＮＳ型投資詐欺の被害者の性別・年齢層でありますけれども、御覧いただ

けるとおり、被害者につきましてはそれほど大きな差はありませんけれども、男性の被害が

やや多いかなということ、それから年齢層につきましては、男性、女性ともに４０代から

６０代の方が多くなってございます。この点も、高齢者が主な被害者となっている特殊詐欺

とは若干趣が変わっているというところがございます。 

 続きまして、被害額の分布でございます。おおむね件数で見ますと、５００万円以下、一

番左の柱になりますけども、５００万円以下の被害が多いということでありますけれども、

右側のほう、１億円を超える被害も年間で２６件発生をしてございます。男女間で被害額の

差というのは、大きな差というものは認められないということになっております。 

 続きまして、こちらが、ＳＮＳ型投資詐欺に悪用された連絡ツールのうち、当初犯人側か

ら被害者にコンタクトがあったサービスを示したものになります。左側が男性の被害、右側

が女性の被害となっております。当初の接触ツールといたしましては、男性と女性で若干異

なるところはありますけれども、やはりフェイスブック、インスタグラム、ＬＩＮＥ、マッ

チングアプリと、こういった特定のサービスが悪用されている状況が目立っているという

ところが分かるかと思います。 

 続いて、先ほどの当初接触ツールを一番左に、縦に並べまして、その後どういった形でツ

ールが使われているかというものを示したものになりますけれども、最初のコンタクトは

様々なツールであったとしても、実際に欺罔行為、いわゆるだましの行為が実施をされる場

所というのは、ＬＩＮＥのほうに移行をいたします。欺罔が行われた主な通信手段としては、

ＬＩＮＥが約９割ということでありますし、ここのＬＩＮＥ上でやり取りがなされ、被害者

が犯人側に振り込みをしていくというようなパターンが主なものとなってございます。 

 ここからはロマンス詐欺の関係でございますので、少し割愛をさせていただきますけれ
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ども、若干ここだけ、ロマンス詐欺につきましても、当初の接触ツールにつきましては、こ

ちらはより傾向がちょっと顕著ということでありますけれども、フェイスブック、インタグ

ラム、マッチングアプリ、この辺りが使用をされていることが多いという状況であります。 

 ロマン詐欺につきましても、当初の接触アプリからＬＩＮＥに移行をして被害額が振り

込まれると、このような流れがございます。 

 資料の、申し訳ございません、修正が１点ございまして、右下の枠に、交付形態は振り込

みが８割以上というふうに書いてございますけれども、失礼いたしました、これは振り込み

は約８割が正確でございますので、後ほど資料の修正についてはさせていただきたいと思

います。 

 こちらが、ロマンス詐欺の振り込みの名目ということです。こちらも最終的な結局投資名

目になるものがほとんどというような状況でございます。 

 こちらは、ＳＮＳ型投資詐欺の被害に遭うまでの流れをイメージとしてお示しをしてい

るものであります。今回は、広告から被害に遭うものということでお示しをしております。

先ほど様々なアプリ、フェイスブック等々示しをさせていただきましたけども、大体この被

害に遭うパターンとしては、こういった広告をタップするパターン、それから犯人側からの

ダイレクトメッセージを受けてＬＩＮＥでのやり取りを開始するパターン、あるいは、直接

犯人側からＬＩＮＥのオープンチャットなどに招待を受けて入っていくパターンと、主に

はこういったパターンが確認をされてございますけども、本日はこちらの広告をクリック

するパターンの御紹介をさせていただきます。 

 まず、ＳＮＳ上に表示をされたお金がもうかるというような広告が出てくる。これをタッ

プをいたしますと、ＬＩＮＥのほうに誘導をされまして、犯人側と接触が始まります。そう

しますと、犯人グループのほうは、まずはグループチャットのほうに勧誘をいたしまして、

ここで被害者だけではなくて多くの投資仲間を称する者たち、多くはサクラでありますけ

れども、これらとやり取りを始めていくと。こういった中で、先生を信じていれば大丈夫で

すとか、頑張ればすぐにもうかるということで、仲間意識も芽生えさせながら被害者の信頼

を得ていくという状況でございます。その後、投資家やアシスタントを名のる者から振り込

みの指示がございまして、これを実際に振り込みを行うということであります。 

 その際ですけれども、アプリなんかをダウンロードさせられまして、ここにあなたの投資

した金額が今どうなっているか、為替相場、こういったものが表示されますよということで、

そこに実際に被害者が振り込んだ金額が反映をされるような仕組みになっています。これ
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も、もちろん犯人側の舞台装置の１つでありますけれども、こういったもので、当初は投資

をした金額が利益が出たと。少しの利益について、実際に被害者が引き出せるのかというと

ころ、疑心暗鬼になっている部分がまだ残っておるということであれば、犯人側はその部分

について、被害者側の口座に被害金を振り込むと。実に偽金を振り込むということもしてい

ます。こうして、被害者のほうは実際に利益が出るんだなということで、だんだんとだまさ

れていってしまうと。 

 その投資が進んでいきますと、画面上は、利益が多く出たというような表示になるわけで

すけれども、そろそろ確定させたいということで被害者のほうが申し出ると、高額な利益を

出すための手数料がかかるとか、あるいは税金がかかる、こういったことで、何かにつけて

お金をだまし取り、最終的には、被害者のほうが不審に思い始めると連絡が途絶えると。こ

ういった流れが主なものとなってございます。 

 続いて、こちらにつきましては、ＳＮＳ型投資詐欺の具体的被害事例ということでありま

すけども、まず１つ目の事例については、６０代の女性が投資コンサルを自称する男性から

モニター会員を募集している、絶対もうかるということでＳＮＳで言われまして、指定され

た口座に複数回振り込みをして、計約１,４００万円、だまし取られたという事例。それか

ら２つ目の事例は、著名人を自称する者あるいはその助手を自称する者との間で、ＳＮＳ上

で投資グループに入った後に、そこで口座に複数回の振り込みを指示され、さらに増額を提

案された後に、監督当局によって資金が差止められたなどといって出金ができなくなり、計

約４,５００万円の被害に遭った事例、こういった事例が実際に届出をされているところで

あります。 

 このような状況を踏まえまして、警察における対応ということでこちらに記載をさせて

いただいておりますけれども、警察におきましては、国の警察庁それから都道府県警察とも

に、被害の甚大さに鑑みまして体制を構築いたしまして、部門横断的な対策を進めていると

ころであります。実態解明、それから捜査、被害予防の広報啓発といったところに、現在力

を入れているところであります。 

 他方で、特に被害予防の観点からは、やはり先ほど来申し上げましたけども、ＳＮＳが舞

台装置として悪用をされているということもございますので、ＳＮＳ事業者の皆さんとの

連携、これは非常に重要かというふうに考えています。警察におきましても、現在、このＳ

ＮＳ事業者の皆さんと少しずつコンタクトを取っていろいろと協議をさせていたところで

ありますけれども、例えば、偽広告への対策の強化でありますとか、犯罪利用が疑われるア
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カウントが発見された場合にはその停止措置、それだけではなくて、電話番号等でひもづけ

ができるアカウントを止めていただいたり、関連が認められる新規カウントの申請があれ

ばそれもとめていただくというようなことを警察としてもお願いをしていきたいというふ

うに考えておりますし、こちらの捜査のほうで判明した事項について、可能な部分について

は、事業者の皆さんに情報共有をさせていただきながら、ともに被害防止に努めていきたい

と考えておるところであります。 

 最後に、一番下にＳＮＳ事業者の取組状況の開示ということを書いてございますけども、

これはどういう趣旨かということを少し補足をいたしますと、先ほど警察の持っている情

報についても事業者の皆さんに御提供させていただくという話をしましたけれども、その

情報がどのように使われて、それが効果があったかなかったか、こういったところも、事業

者の皆さんとラリーをさせていただいて、よりよい対策ができるようにやらせていただき

たいと。現状、なかなか出せるものと出せないものがあるということを事業者の皆さんには

言われていますので、それは当然そうだとは思うんですが、そういったところ、趣旨を鑑み

ていただいて、より実効的な対策につなげられるようなやり取りが、協議が進められればと

いうふうに考えているところでございます。 

 大変雑駁で駆け足でございますけれども、警察庁からの説明は以上でございます。ありが

とうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。時間が押しておりますが、すいません、１問だ

けやり取りをさせてください。申し訳ありません。森構成員、お願いいたします。 

【森構成員】  申し訳ありませんが、お話をさせていただきます。クロサカ先生、ごめん

なさい。御説明ありがとうございました。よく分かりました。 

 しかし、大変申し訳ないんですけども、特殊詐欺の４４０億を超えてきているというのは

本当に尋常じゃないことだと思っていまして、そんな中でＳＮＳ経由のこういった詐欺広

告はどうしてなくならないんだろうと国民は思っていると思います。それは前澤さんの報

道等があるから特にということだと思いますけれども、その中で、ＳＮＳに対して要請をさ

れているというお話だったんですが、要請をどのぐらいの温度感でされていて、また、その

要請に対してＳＮＳがどのように反応されているのかというようなことを、差し支えない

範囲で教えていただけないかと思っています。これほどまでにＳＮＳ上で詐欺の、実行行為

の一部と言ってもいいと思いますけれども、それを放置されている状況ですと、ＳＮＳの管

理者自体が詐欺の共犯であるということで立件されてもおかしくないレベルに、既に到達
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しているのではないかと思うんですけれども、警察庁さんの御理解として、ＳＮＳ事業者の

現時点での振る舞いに対してどのように考えておられるのかということを教えていただき

たいと思いますし、もし何か御対応されている上で、自分たちとしては、こういった法制度

がないから踏み込んだ対応ができないのだということであれば、それをぜひともインプッ

トしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【警察庁（柴田理事官）】  御諮問ありがとうございます。 

 まず、警察庁のほうで、ＳＮＳ事業者とコンタクトを取り始めているもの、これは以前か

らコンタクトをとっているものと、それから最近取り始めたもの、いろいろいろいろござい

ますけれども、いずれの事業者におきましても、被害の甚大さ、深刻さ、これについては認

識をしているというふうに感じています。ただ、それぞれの事業体、企業の、アメリカに本

社があるだとか、そういったことで動きがとりづらいだとか、そういったものはいろいろと

お話は伺っておりますけれども、警察庁の温度感としては、そういった話ではなくて、連絡

がとりづらいのであれば、警察庁の協議の場でもオンラインでもつないでいただいて、しっ

かりと本社あるいは責任のある方とお話をさせていただきたいと、こういったことを申し

受けているところであります。事業者の皆さんとしても考えているということはあります

けれども、スピード感については、まだちょっと各社によって差があるのかなというような

印象を受けているところでございます。 

 それから、法制度につきましては、今我々のほうでこういったところを変えればいいんじ

ゃない。事業者さんとの話の中で、事業者さんとして、こういったところが制度変われば、

より対策が講じやすくなるといった御提案は、今のところ我々のほうでは受けてはおりま

せん御回答になっておりますでしょうか。 

 以上でございます。 

【森構成員】  ありがとうございました。この検討会のメインのテーマは偽情報、誤情報

です。ですので、それは違法情報ではない表現の中の中に含まれたものについて、しかしな

がら、大きな問題性があるものについてどう対応するかということですので、様々な方向に

配慮して、事業者さんとも相談をして進めていかなければならないわけですけれども、他方

で、投資詐欺、ロマンス詐欺というのは犯罪ですので、横行していますと。しかしながら、

事業者さんによって態度が違いますというようなお話ですと、何となく国民の期待からは

外れているのかなというふうに感じました。御説明ありがとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。時間が押しているところ、申し訳ありません。
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警察庁様におかれましては貴重なインプットをいただきありがとうございました。こちら

のデジタル空間情報流通健全性検討会でお話をいただきましたけれども、別途、総務省の利

用環境課でやっている利用環境整備研究会のほうでも、不適正利用に関する検討は進めさ

せていただいているところです。森先生もそちらにお入りいただくようお願いしていると

思いますけれども、そちら等も含めて、総務省と警察庁様との連携も引き続きお願いできれ

ばと思います。本日は貴重なインプットをいただきありがとうございました。 

【警察庁（柴田理事官）】  ありがとうございました。 

【宍戸座長】  それから、クロサカ構成員、申し訳ありませんでした、時間の都合で。コ

メントをいただいております。それから水谷構成員からもコメントを、質問いただいており

ますので、この点については、議事録に記載と同時に、御質問いただいている部分について

は、事務局を通じて警察庁様に御質問いただければと思います。落合構成員も、ありがとう

ございます。 

 それでは、申し訳ありません、もうちょっとだけお時間ください。議事の４、インターネ

ット上の偽誤情報対策技術の開発実証について、総務省情報流通振興課様より簡潔に御説

明いただけるということですので、資料１７－４をお願いいたします。 

【関沢補佐】  情報流通振興課でございます。令和５年度補正予算事業の概要とスケジュ

ールにつきまして、御説明をさせていただきます。 

 １ページ目でございます。 

 インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発実証の概要ということでございまして、令

和５年度補正予算を用いまして、生成ＡＩに起因する偽・誤情報をはじめとしました、ネッ

ト上の偽・誤情報の流通リスクに対応するための対策技術の開発実証を実施してまいりま

す。技術の開発実証に総額４.５億円程度を充てていく予定でございまして、事業の概要で

ございますけれども、１点目、生成ＡＩにより生成された画像・映像を判別する技術の開発

実証、２点目として情報コンテンツ発信者の実在性と信頼性を確保する技術の実証を行っ

ていく予定でございます。 

 実証のスキームといたしまして、既に１次請負事業者、技術開発主体を取りまとめる管理

団体として、ボストン・コンサルティング・グループ合同会社を採択しておりまして、４月

下旬に２次請負者として技術を開発する主体を公募させていただきまして、必要な協力関

係を実証参画主体と構築いただいた上で応募いただきまして、複数の開発主体を採択して

いく予定にしてございます。 
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 ２ページ目にスケジュールございまして、３月下旬に１次請負事業者、採択をしておりま

して、４月の下旬に技術の開発主体を公募させていただきまして、５月から６月にかけまし

て審査を経て、６月の上旬から開発主体を採択いたしまして、それ以降、年度内に技術の開

発実証を実施していただくというようなスケジュールになってございます。 

 以上、御説明を終わります。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。こちら、御報告ということになります。 

 それで、また私の不手際で時間が押してしまって申し訳ございません。事務局より連絡事

項があればお願いをいたします。 

【髙橋係長】  ありがとうございます。次回会合の詳細につきましては、別途事務局から

御連絡差し上げるとともに、総務省ホームページに開催案内を掲載いたします。 

 以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。本日も議事盛りだくさんでございましたけれど

も、冒頭の基本的な考え方もそうですし、様々な御発表、最後警察庁様からの非常に貴重な

ＳＮＳの投資詐欺の問題、ロマンス詐欺の問題も含めて、この検討会、公開の場でこういっ

た議論ができるということは非常に重要なことだと、まさに表現、あるいは公共の議論の

１つの場だと思っております。ただ、私の仕切りが悪くて、毎回毎回時間を超過してしまっ

て申し訳ございません。 

 以上をもちまして、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討

会の第１７回会合、ワーキンググループ第１５回会合の合同会合を閉会させていただきま

す。本日はありがとうございました。これにて閉会といたします。 

 


